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ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
中
国
の
開
港
を
背
景
に
、
’
八
四
○
年
代
以
降
、
琉
球
に
は
宣
教
や
通
商
と
い
っ
た
明
確
な
目

的
を
持
っ
た
西
洋
船
が
多
数
来
航
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
一
八
四
四
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
船
の
来
琉
と
フ
ラ
ン
ス

人
の
逗
留
が
発
生
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
以
後
一
八
六
○
年
代
ま
で
の
約
二
○
年
間
に
琉
球
で
は
異
国
人
の
逗

留
が
恒
常
的
に
な
さ
れ
た
た
め
に
、
琉
球
で
は
一
八
四
四
年
の
こ
の
事
件
を
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
と
し
て
長
く
記
憶

（
１
）

す
る
こ
と
と
な
る
。

い
つ
ぽ
う
で
、
王
府
が
異
国
人
逗
留
問
題
に
腐
心
し
て
い
た
一
八
四
八
年
に
は
、
数
え
年
六
歳
の
世
子
、
尚
泰
が
即

（
２
）

（
３
）

位
し
た
。
幼
少
の
段
階
で
国
内
で
の
即
位
を
果
た
し
た
尚
泰
だ
が
、
琉
球
国
王
と
し
て
対
外
的
に
認
可
さ
れ
る
た
め
に

は
じ
め
に

尚
泰
請
封
問
題
と
琉
仏
約
条

’
一
八
五
五
年
・
’
八
五
六
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
か
ら
Ｉ

伊
藤
陽
寿
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は
、
中
国
の
冊
封
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
の
兵
乱
（
太
平
天
国
の
乱
二
八
五
○
～
’
八
六
四
年
、

第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
二
八
五
七
～
一
八
六
○
年
）
な
ど
を
理
由
に
、
冊
封
使
が
来
琉
を
果
た
し
冊
封
が
行
わ
れ
た
の

は
一
八
六
六
年
で
あ
っ
た
。

尚
泰
の
冊
封
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
約
二
○
年
間
に
琉
球
は
、
’
八
五
四
年
に
ア
メ
リ
カ
、
’
八
五
五
年
に
フ
ラ
ン
ス

（
４
）

と
そ
れ
ぞ
れ
「
約
条
」
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
。
約
条
調
印
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
一
時
的
な
措
置
に
過
ぎ
な
か
っ
た

寄
港
や
海
難
救
助
な
ど
の
点
に
お
い
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
で
、
琉
球
は
異
国
人
に
対
し
従
来
と
は
異
な
つ

く
５
｝

た
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
殊
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
約
条
は
、
琉
球
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
居
住
権
を
恒
常
的

に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
項
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
琉
球
は
約
条
を
締
結
す
る
こ
と
で
冊
封
儀
礼
挙
行
の
際
に

フ
ラ
ン
ス
人
の
介
入
を
蒙
る
可
能
性
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
冊
封
を
清
朝
に
請
う

行
為
で
あ
る
請
封
を
い
つ
実
施
す
る
か
と
い
う
議
論
が
、
中
国
の
政
情
と
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
を
主
題
と
し
て
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

尚
泰
請
封
と
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
尚
泰
幼
年
や
異
国
船
の
度
重
な
る
来
琉
、
そ
し
て
異
国

（
６
）

人
の
琉
球
逗
留
が
尚
泰
冊
封
長
期
化
の
原
因
で
あ
る
と
戦
前
に
眞
境
名
安
興
氏
が
説
明
し
て
以
来
、
続
く
口
的
に
論
じ
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
現
在
に
至
る
ま
で
両
者
は
切
り
離
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

他
方
、
西
里
喜
行
氏
は
近
年
一
般
公
開
さ
れ
た
『
尚
家
文
書
」
所
収
の
「
念
議
」
圭
府
中
枢
か
ら
の
諸
役
人
へ
請
封

に
つ
い
て
の
下
問
と
そ
れ
に
対
す
る
議
論
を
掲
載
し
た
文
書
）
に
あ
る
冊
封
を
中
国
に
請
求
す
る
「
請
封
」
の
議
論
に
つ
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ま
た
、
琉
球
に
逗
留
し
た
異
国
人
に
つ
い
て
は
、
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
際
に
琉
球
に
逗
留
し
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を

（
８
）

は
じ
め
、
一
日
一
教
目
的
で
来
琉
し
た
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
つ
い
て
な
ど
、
同
時
代
資
料
や
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
。
琉

仏
関
係
で
も
、
琉
球
を
日
本
と
の
条
約
締
結
や
通
商
の
た
め
の
橋
頭
保
と
す
る
た
め
な
ど
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
来

（
９
）

｛
Ⅲ
）

琉
や
そ
の
意
図
、
琉
球
「
開
国
」
に
関
す
る
日
本
や
中
国
の
意
向
な
ど
、
様
々
な
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
研
究
の
大
半
は
一
八
四
○
年
年
代
に
限
ら
れ
、
一
八
五
○
年
代
を
連
続
的
に
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。

一
八
五
○
年
代
に
つ
い
て
は
各
約
条
締
結
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
の
修
好
条
約
締
結
に
関

（
Ⅲ
）

（
辺
）

連
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
や
、
条
約
そ
れ
自
体
や
条
文
の
性
格
に
関
す
る
も
の
、
条
文
に
対
す
る
琉
球
王
府
や
薩
摩
の

（
週
）

反
応
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
中
、
心
で
あ
り
、
約
条
を
個
別
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
唯
一
ア
メ
リ
カ
と
の
約
条

（
川
）

（
琉
米
約
条
）
に
つ
い
て
扱
っ
た
岡
部
敏
和
氏
の
論
考
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
と
一
一
一
口
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
本
稿
で
は
請
封
の
議
論
と
並
行
し
て
な
さ
れ
た
、
異
国
人
、
取
り
分
け
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
問
題
に
迫

る
こ
と
で
、
一
八
四
○
年
代
か
ら
問
題
化
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
や
、
請
封
議
論
の
最
中
に
起
こ
っ
た
琉
球
と

（
旧
）

フ
ラ
ン
ス
と
の
約
条
（
○
○
ｚ
「
回
三
目
○
Ｚ
向
ｚ
弓
冗
向
い
シ
司
幻
シ
三
○
回
向
日
門
口
の
自
旧
向
の
ロ
○
口
‐
○
四
○
口
以
下
、
琉

い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
、
琉
球
側
が
冊
封
便
を
来
琉
さ
せ
て
冊
封
儀
礼
を
行
う
「
頒
封
」
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
っ

（
７
）

た
た
め
に
請
封
決
定
に
は
中
国
側
の
政
情
が
大
き
く
影
響
し
冊
封
実
施
が
長
期
化
し
た
一
」
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か

し
、
「
命
議
」
の
中
で
同
時
に
議
論
さ
れ
て
い
る
異
国
人
の
逗
留
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
里
氏
は
踏
み
込
ん
で
議
論
を
し

し
、
「
命
議
」

て
い
な
い
。
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尚
泰
以
前
か
ら
、
請
封
の
時
期
決
定
に
は
一
定
の
慣
習
が
存
在
し
た
。
明
代
に
お
い
て
は
基
本
的
に
先
王
の
逝
去
を

報
告
す
る
「
報
喪
」
と
同
時
に
請
封
が
行
わ
れ
た
が
、
清
代
で
は
、
報
喪
か
ら
請
封
ま
で
大
体
三
～
四
年
の
ス
パ
ン
で

（
旧
）

行
わ
れ
て
い
る
［
表
１
］
。
な
ぜ
一
二
～
四
年
の
ス
パ
ン
か
と
い
う
こ
と
は
、
尚
温
冊
封
に
対
す
る
請
封
の
時
期
を
薩
摩
側

（
Ⅳ
）

に
陳
情
し
た
次
の
口
上
覚
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
。

仏
約
条
と
す
る
）
締
結
が
尚
泰
請
封
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
決
が
ど
の

よ
う
な
方
策
の
も
と
に
模
索
さ
れ
た
の
か
を
、
約
条
が
締
結
さ
れ
た
一
八
五
五
年
か
ら
翌
五
六
年
を
中
心
に
見
て
い
く
。

な
お
、
年
号
は
便
宜
上
西
暦
を
使
用
す
る
が
、
必
要
が
あ
る
場
合
の
み
中
国
暦
を
併
記
す
る
。
ま
た
、
月
日
を
示
す
場

合
に
は
陰
暦
に
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

請
封
を
行
う
時
期
’
三
回
忌
明
け
翌
年
請
封
の
慣
例
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「
歴
代
費
案
」
（
校
訂
本
第
１
冊
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
１
９
９
２
年
）
、
「
中
山
世
譜
」
（
琉
球
史
料
叢
書
第
４
巻
東
京
美
術
、
１
９
７
２
年
）
、
「
察
氏
家
譜
抄
」
（
「
那

覇
市
史
」
資
料
編
第
一
巻
六
、
家
譜
資
料
二
（
上
）
）
赤
嶺
誠
紀
「
大
航
海
時
代
の
琉
球
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
１
９
８
８
年
）
を
参
考
に
作
成
。
年
号
は
中
国
暦
（
西

暦
）
の
順
に
示
し
た
。

【
表
上
清
代
に
お
け
る
琉
球
国
王
の
即
位
・
請
封
・
冊
封
年

"’夢
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尚
泰

（
１
８
４
３
）

尚
育

（
１
８
１
３
）

尚
纈

（
１
７
８
７
）

尚
温

（
１
７
８
４
）

尚
穆

（
１
７
３
９
）

尚
敬

（
１
７
０
０
）

尚
貞

（
１
６
４
５
）

尚
質

（
１
６
２
９
）

国
王
（
生
年
）

６

道
光
犯

（
１
８
４
８
）

2３

道
光
旧

（
１
８
３
５
）

1８

嘉
慶
９

（
１
８
０
４
）

1２

乾
隆
的

（
１
７
９
５
）

1４

乾
隆
Ⅳ

（
１
７
５
２
）

1４

康
煕
皿

（
１
７
１
３
）

2５
康
煕
８

（
１
６
６
９
）

2０

順
治
５

（
１
６
４
８
）

数
え
年
〈
才
）

即
位
年

道
光
幻

〈
１
８
４
７
）

道
光
ｕ

（
１
８
３
４
）

嘉
慶
７

（
１
８
０
２
）

乾
隆
田

（
１
７
９
４
）

乾
隆
肥

（
１
７
５
１
）

康
煕
蛤

（
１
７
０
９
）

康
煕
７

（
１
６
６
８
）

崇
禎
皿

（
１
６
４
０
）

逝前
去国
年王

2２

同
治
３

（
１
８
６
４
）

2４

道
光
咀

（
１
８
３
６
）

2０

嘉
慶
ｕ

（
１
８
０
６
）

1５
嘉
慶
３

（
１
７
９
８
）

1６

乾
隆
⑲

（
１
７
５
４
）

1７

康
煕
弱

（
１
７
１
６
）

3６

康
煕
四

（
１
６
８
０
）

＊

数
え
年
（
才
）

請
封
年

道
光
肥
ｌ
＊
同
治
３
（
肥
）

道
光
ｕ
ｌ
略
（
３
）

嘉
慶
９
１
，
（
３
）

乾
隆
弱
ｌ
嘉
慶
３
（
＊
５
）

乾
隆
咀
’
四
（
４
）

康
煕
印
Ｉ
弱
（
＊
６
）

康
煕
８
１
四
（
ｕ
）

＊

中
国
（
福
建
布
政
司
ｘ
の

前
国
王
の
報
喪
か
ら
請
封

ま
で
〈
足
か
け
年
）

2４

同
治
５

（
１
８
６
６
）

2６

道
光
旧

（
１
８
３
８
）

2２

嘉
慶
Ｂ

（
１
８
０
８
）

1７

嘉
慶
５

（
１
８
０
０
）

1８

乾
隆
皿

（
１
７
５
６
）

2０

康
煕
記

（
１
７
１
９
）

3９

康
煕
犯

（
１
６
８
３
）

3５

康
煕
２

（
１
６
６
３
）

数
え
年
（
才
）

冊
封
年

２ ２ ２ ２ ２ ３

＊
３ ＊

請
封
か
ら

冊
封
ま
で

（
年
）

＊
た
だ
し
請
封
受
諾
の
裁
可
が
下
り
た
の
は
同
治
４

年
６
月

前
世
子
尚
成
、
冊
封
前
に
逝
去
（
在
位
函
１
８
０
３
）

乾
隆
帥
年
に
乾
隆
帝
の
太
上
皇
帝
即
位
（
万
寿
聖
典
）
、

嘉
慶
帝
即
位

＊
嘉
慶
二
年
は
接
貢
の
年
。

前
世
子
尚
益
、
冊
封
前
に
逝
去
（
在
位
碑
１
７
１
０

～
１
７
１
２
）

＊
康
煕
別
年
は
接
貢
の
年
。

～
１
６
８
０
率
王
朝
交
替
動
乱
期

１
６
８
０
年
代
～
孵
清
朝
の
平
和

＊
冊
封
使
派
遣
（
頒
封
）
議
論
に
よ
る

前
世
子
尚
賢
冊
封
前
に
逝
去
（
在
位
坤
１
６
４
１
～

１
６
４
７
）
、
明
清
王
朝
交
替
期

＊
清
朝
へ
の
投
誠
が
請
封
と
見
な
さ
れ
る
。
二
歴
代

賓
案
」
１
‐
肥
，
ｗ
文
書
）

備
考



す
る
ｃ

尚
泰
の
場
合
、
先
王
で
あ
る
尚
育
の
報
喪
を
行
な
っ
た
の
が
一
八
四
八
年
で
あ
る
た
め
、
慣
例
を
意
識
す
れ
ば
、
琉

球
内
部
で
は
一
八
五
○
（
道
光
三
○
）
年
頃
に
請
封
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
次
に
こ
の
点
を
考
察

と
が
わ
か
る
。

こ
の
史
料
は
、
先
国
王
で
あ
る
尚
穆
に
つ
い
て
中
国
の
格
式
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
来
辰
年
は

尚
穆
逝
去
後
三
年
目
の
一
七
八
四
年
を
指
し
、
翌
々
午
年
と
は
一
七
八
六
年
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
例
の
と
お

り
中
国
の
格
式
を
意
識
し
尚
穆
の
三
年
の
喪
が
明
け
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
尚
温
の
際
は
一
七
八
五
年
に
請
封
を
行
な
お

う
と
し
た
が
、
こ
の
年
は
接
貢
期
に
当
た
っ
て
い
た
た
め
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
進
貢
期
で
あ
る
一
七
八
六
年
を
待
つ

｛
旧
）

て
睾
雨
封
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
中
国
の
格
式
に
従
い
、
請
封
の
願
い
は
数
え
年
で
先
王
の
三
回
忌
明
け
の
翌
年
か
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、

す
な
わ
ち
先
王
逝
去
後
三
・
四
年
の
う
ち
に
請
封
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
、
琉
球
側
に
慣
例
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

継
目
付
て
は
、
先
規
の
通
、
先
国
王
三
年
喪
相
晴
候
得
ば
封
王
の
使
者
申
請
候
唐
の
格
式
故
、
来
辰
年
三
年
回
忌

相
済
候
間
、
来
々
巳
年
、
請
封
の
願
申
越
筈
候
得
共
、
其
節
は
接
貢
期
二
て
候
故
、
翌
々
午
年
進
貢
使
を
以
右
の

願
申
越
、
未
接
貢
船
よ
り
封
王
使
迎
の
大
夫
差
渡
、
翌
申
年
渡
来
有
之
手
当
御
座
候
。
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一
八
五
○
（
道
光
一
一
一
○
）
年
二
月
、
王
府
中
枢
で
は
成
豊
帝
即
位
の
慶
賀
使
派
遣
の
た
め
に
王
舅
の
夏
超
群
を
は
じ

め
、
正
議
大
夫
毛
有
増
以
下
の
随
行
員
た
ち
が
拝
命
を
受
け
た
。
拝
命
後
、
諸
祈
願
・
鉄
砲
稽
古
・
誓
詞
な
ど
を
経
て
、

（
旧
）

同
年
九
月
に
乗
船
す
る
に
至
っ
た
。
乗
船
の
際
に
、
使
節
が
中
国
に
て
宮
人
達
か
ら
請
封
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
時
に

（
卯
）

は
、
次
の
よ
う
に
答
』
え
る
よ
う
口
達
が
下
っ
た
。

口
達

マ
マ

清
封
御
願
之
儀
、
御
先
代
よ
り
之
御
振
合
通
、
御
成
人
之
御
時
分
御
願
被
仰
上
筈
候
、
渡
唐
之
上
、
右
一

件
若
官
人
衆
よ
り
御
尋
も
御
座
候
ハ
、
、
右
之
品
者
何
分
□
□
□

上
様
当
年
御
八
歳
御
幼
少
之
御
事
候
付
、
今
程
御
式
向
儀
御
執
行
難
被
為
叶
、
兎
角
御
先
例
を
以
御
成
長

鋼
封
力

之
上
□
□
願
被
仰
上
筈
之
趣
、
御
都
〈
ロ
能
様
御
返
答
可
被
申
上
候
、
為
心
得
此
】
日
申
達
候
、
以
上
、

戌
九
月
十
五
日

池
城
親
方

座
喜
味
親
方

国
吉
親
方

浦
添
親
方

二
尚
泰
請
封
と
「
御
先
例
」
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こ
れ
に
よ
る
と
、
請
封
に
つ
い
て
は
先
代
か
ら
の
慣
例
の
通
り
成
人
に
達
し
た
際
に
お
願
い
す
る
は
ず
な
の
で
、
も

し
渡
唐
の
使
者
が
中
国
に
お
い
て
官
人
衆
に
尋
ね
ら
れ
た
場
合
は
、
「
上
様
は
今
年
八
歳
と
い
う
幼
少
の
身
で
あ
る
た

め
、
今
は
ま
だ
冊
封
の
儀
式
を
執
り
行
え
な
い
。
な
の
で
先
代
ま
で
の
御
先
例
に
従
い
成
人
し
た
段
階
で
請
封
を
行

う
。
」
と
上
手
く
返
答
を
す
る
よ
う
に
申
し
付
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
御
先
例
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
歴
代
の
国
王

に
も
成
人
し
た
段
階
、
す
な
わ
ち
元
服
の
段
階
で
請
封
を
行
う
と
い
う
慣
例
が
守
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
［
表
１
］

に
よ
る
と
、
確
か
に
一
兀
服
以
前
に
請
封
を
行
な
っ
た
例
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
尚
温
だ
が
、
彼
の
場
合
は
三
年
忌
明

け
の
翌
々
年
が
ま
さ
に
元
服
の
年
に
当
た
る
た
め
、
か
ろ
う
じ
て
セ
ー
フ
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
尚
泰
以
前
に
お
い
て
幼
年
を
理
由
に
請
封
が
先
送
り
さ
れ
た
例
自
体
が
存
在
し
な
い
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
幼
年
を
理
由
と
し
た
請
封
の
先
送
り
は
尚
泰
が
初
め
て
で
あ
り
、
歴
代
の
国
王
は
、
三

年
忌
明
け
以
後
か
つ
元
服
の
段
階
で
請
封
を
行
な
う
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
全
員
が
満
た
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

逆
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
尚
青
ま
で
二
つ
の
条
件
は
取
り
分
け
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
尚
泰
に
至
っ
て
条
件
が
満

た
し
得
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
初
め
て
御
先
例
と
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
が
意
識
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
結
果
、
先
王
三
年
忌
明
け
に
や
っ
て
来
た
慶
賀
使
が
慣
例
と
し
て
請
封
を
行
う
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
中
国
側

の
官
人
衆
に
対
し
、
国
王
幼
年
に
つ
き
元
服
頃
の
請
封
と
い
う
も
う
一
つ
の
条
件
が
整
っ
て
か
ら
請
封
を
行
う
と
い
う

琉
球
側
の
意
向
を
進
貢
時
に
申
し
述
べ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
服
が
薩
摩
に
よ
っ
て
即
位
の
許
可
を
得
る

（
皿
）

た
め
に
重
要
な
指
針
と
な
っ
た
一
」
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
」
の
事
例
か
ら
は
、
中
国
王
朝
に
請
封
を
行
う
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時
期
の
指
針
と
し
て
元
服
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
、
元
服
は
日
本
・
中
国
双
方

に
王
位
継
承
の
認
知
を
受
け
る
一
つ
の
段
階
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
尚
泰
冊
封
の
時
期
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
、
一
八
五
八
年
に
冊
封
を
行
う
と
い
う
内
定
が
一
八
五
四

（
型
）

年
に
は
な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
内
定
は
御
先
例
の
遵
守
が
決
定
さ
れ
た
一
八
五
○
（
道
光
一
二
○
）

（
羽
）

年
に
は
な
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
冊
封
年
の
一
一
年
前
に
請
封
を
行
う
慣
例
の
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

一
八
五
五
（
成
豊
五
）
年
に
は
一
八
五
六
（
成
豊
六
）
年
の
請
封
実
施
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
一
八
五
八
（
成

一
型
〉

豊
八
）
年
に
冊
封
を
予
定
し
た
の
は
、
尚
泰
の
元
服
が
一
八
五
七
（
成
豊
七
）
年
で
あ
る
た
め
、
元
服
の
前
後
の
年
に

請
封
と
冊
封
を
予
定
し
執
り
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
’
八
五
八
年
を
冊
封
年
と
し
て
決
定
し
た
背
景
に
は
、
一
八
五
七
年
に
お
け
る
尚
泰
の
元
服
が
大
き
く

影
響
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
元
服
を
請
封
実
行
の
た
め
の
不
可
欠
な
条
件
と
位
置
付
け
た
一
八
五
○
年
の
段
階
で
、
請

封
実
行
は
一
八
五
六
年
以
前
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
冊
封
ま
で
の
期
間
が
長
期
化
す
る
こ
と
が
す
で
に
琉
球

内
部
で
織
り
込
み
済
み
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
皮
肉
に
も
、
御
先
例
を
重
視
し
請
封
を
ひ
か
え
た
一
八
五
○

年
頃
に
勃
発
し
た
中
国
の
兵
乱
が
、
冊
封
の
長
期
化
に
輪
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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一
八
五
五
年
九
月
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ラ
ー
ル

（
鋼
）

な
さ
れ
て
い
る
。

行
こ
う
。

一
八
五
○
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
中
国
の
兵
乱
（
太
平
天
国
の
乱
二
八
五
○
～
一
八
六
四
年
）
が
勢
力
を
拡
大
さ
せ

て
北
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
琉
球
側
進
貢
使
に
お
け
る
北
京
へ
の
進
貢
が
一
八
五
四
年
頃
か
ら
支
障
を
き
た
し
始
め
る
。

西
里
氏
に
よ
る
と
、
特
に
一
八
五
四
年
、
一
八
五
六
年
、
’
八
五
八
年
に
は
北
京
へ
上
京
出
来
な
い
程
に
戦
況
が
悪
化

（
弱
）

し
た
た
め
に
、
琉
球
で
は
こ
の
戦
況
下
で
請
封
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
の
議
論
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

’
八
五
四
年
の
状
況
を
受
け
、
琉
仏
約
条
締
結
の
直
前
に
当
た
る
一
八
五
五
年
九
月
に
行
わ
れ
た
請
封
の
議
論
を
見
て

三
一
八
五
五
年
九
月
に
お
け
る
請
封
議
論

来
午
年
封
王
使
被
遊
御
招
請
候
御
賦
二
而
、
先
達
而
及
御
伺
御
手
当
等
被
仰
付
事
候
処
、
当
時
唐
兵
乱
、
去
年
進

貢
御
使
者
上
京
茂
差
支
居
候
由
、
今
通
之
御
振
合
を
以
弥
午
年
御
差
究
、
来
年
請
封
御
願
被
仰
上
可
相
済
哉
、
且

当
時
夷
人
等
逗
留
・
夷
船
茂
繁
々
渡
来
二
付
而
者
、
午
年
封
王
使
御
申
請
御
差
障
二
者
罷
成
間
敷
哉
、
且
右
御
願

暫
ク
御
見
合
相
成
候
方
二
茂
可
有
之
哉
、

中
国
側
の
状
況
と
、
当
時
琉
球
に
逗
留
し
て
い
た
異
国
人
（
イ
ギ
リ
ス
人
の
モ
ー
ト
ン
や

メ
ル
メ
・
フ
ュ
レ
）
の
現
状
を
加
味
し
な
が
ら
、
翌
年
に
迫
っ
た
請
封
に
つ
い
て
下
問
が
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ま
ず
【
表
三
か
ら
中
国
側
へ
の
両
所
の
意
見
を
見
て
み
る
と
、
異
国
係
方
は
勅
封
（
領
封
）
を
避
け
る
た
め
に
兵

乱
が
鎮
ま
っ
て
か
ら
請
封
を
行
う
べ
き
だ
と
し
、
一
方
の
久
米
村
方
は
請
封
の
準
備
を
進
め
つ
つ
中
国
側
の
都
合
に
合

わ
せ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
里
氏
も
論
究
し
て
お
り
、
異
国
係
方
の
こ
う
し
た
意
見
は
、
福
州
で
勅
書

を
受
け
取
っ
て
冊
封
を
済
ま
せ
る
領
封
を
避
け
、
先
例
通
り
琉
球
に
冊
封
使
を
派
遣
し
て
冊
封
儀
礼
を
行
う
頒
封
と
い

（
鋼
）

う
形
式
を
中
国
側
に
決
定
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
府
中
枢
も
ま
た
、
最
終
的
に
こ
の

意
見
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
午
年
、
す
な
わ
ち
一
八
五
八
年
の
冊
封
実
施
に
向
け
て
以
前
か
ら
準
備
を
進
め
て
い
る
が
、
中
国

（
幻
）

が
丘
〈
乱
状
態
に
な
り
、
か
つ
去
年
は
進
一
貝
使
が
上
京
出
来
な
い
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
状
況
を
み
な
が

ら
冊
封
実
施
を
一
八
五
八
年
と
決
定
す
る
た
め
、
来
年
請
封
を
済
ま
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
在
は
異
国
人

が
逗
留
し
異
国
船
も
し
ば
し
ば
渡
来
す
る
よ
う
な
有
様
な
の
で
、
一
八
五
八
年
の
冊
封
申
請
へ
の
差
し
障
り
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
請
封
に
つ
い
て
も
し
ば
ら
く
は
見
合
わ
せ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
あ
る
。
中
国
の
兵
乱
と

異
国
人
の
逗
留
、
さ
ら
に
は
異
国
船
の
来
琉
を
考
慮
し
、
翌
年
の
請
封
を
見
合
わ
せ
る
ほ
う
が
良
い
か
と
い
う
の
が
下

問
の
概
要
で
あ
る
。

ら
な
か
っ
た
。

こ
の
請
封
見
合
わ
せ
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
久
米
村
方
や
異
国
係
方
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
一
致
し
た
見
解
に
は
至
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と
あ
る
よ
う
に
、
請
封
は
格
別
な
儀
式
の
う
え
に
中
国
も
冊
封
を
そ
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
。
し
か
も
、
今
回
に

関
し
て
は
尚
泰
の
幼
年
即
位
と
い
う
こ
と
で
御
先
例
に
よ
り
冊
封
の
年
期
も
格
段
に
延
び
て
し
ま
っ
た
た
め
、
か
ね
て

も
う
一
つ
の
懸
念
事
項
で
あ
る
異
国
人
の
逗
留
に
つ
い
て
は
、
両
所
の
意
見
が
分
か
れ
た
。
久
米
村
方
の
異
国
人
逗

留
中
に
冊
封
儀
式
を
行
う
場
合
で
も
臨
機
応
変
に
対
応
す
れ
ば
良
い
と
す
る
意
見
に
対
し
、
異
国
係
方
は
、
冊
封
の
儀

式
を
異
国
人
た
ち
に
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
儀
式
の
重
要
性
か
ら
考
え
て
も
一
八
五
六
年
の
請
封
は
見
合
わ

せ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
見
合
わ
せ
た
請
封
の
年
期
に
つ
い
て
は
中
国
側
と
相
談
の
う
え
で
決
定
し
、
延
期
の
理
由

を
中
国
側
に
問
わ
れ
た
際
に
は
中
国
の
兵
乱
や
琉
球
の
異
国
人
逗
留
で
あ
る
と
正
直
に
述
べ
、
琉
球
逗
留
中
の
異
国
人

の
不
作
法
を
訴
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
異
国
係
方
の
意
見
が
、
異
国
人
逗
留
の
現
状
を
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
中
国

を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
だ
が
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
中
国
を
巻
き
込
む
た
め
の

具
体
的
な
方
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
久
米
村
方
と
異
国
係
方
の
意
見
を
参
考
に
し
、
最
終
的
に
王
府
中
枢
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
表
十
五
人

（
鍋
）

の
意
見
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
請
封
に
つ
い
て
は
、

封
王
使
御
申
請
之
儀
無
此
上
御
大
典
、
於
天
朝
茂
藩
国
之
御
封
爵
格
別
成
御
規
二
而
可
有
御
座
、
殊
更
此
程
御
幼

年
付
、
年
期
茂
御
先
例
合
格
別
為
被
召
延
置
御
事
二
而
、
弥
兼
而
御
内
定
通
来
年
請
封
御
願
被
仰
上
候
、

178



こ
こ
か
ら
、
請
封
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
見
合
わ
せ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
中
国
が
平
和
に
な
っ
た
際
に
は

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
中
国
の
「
御
威
光
」
で
も
っ
て
逗
留
中
の
異
国
人
達
を
引
き
払
わ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
さ

ら
に
、
も
し
冊
封
年
期
が
延
び
た
こ
と
に
つ
い
て
中
国
側
の
官
人
た
ち
に
尋
ね
ら
れ
た
ら
琉
球
側
の
事
情
で
は
な
く
現

在
の
中
国
を
取
り
巻
く
諸
事
情
に
よ
り
見
合
わ
せ
て
い
た
旨
を
伝
え
る
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
該
期
は
、
中
国
で
は
太
平
天
国
軍
が
一
八
五
三
年
に
南
京
を
占
領
後
、
北
京
を
目
指
し
て
侵
攻
す
る
「
北
伐
」
の

－
３
－

ざ
な
か
に
あ
る
な
ど
、
軍
の
勢
い
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
時
期
に
当
た
る
。
い
つ
ぽ
う
琉
球
で
も
、
合
計
四
人
の
異

国
人
が
存
在
す
る
と
同
時
に
ク
リ
ミ
ア
戦
争
な
ど
の
影
響
で
英
仏
米
船
籍
の
み
な
ら
ず
ロ
シ
ア
船
籍
な
ど
の
異
国
船
ま

｛
型
〉

で
来
琉
す
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
た
。
琉
中
に
お
け
る
こ
う
し
た
政
情
を
吟
味
し
た
表
十
五
人
は
、
中
国
へ
の

か
ら
の
内
定
通
り
に
請
封
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
久
米
村
方
と
異
国
係
方
か
ら
出
さ
れ

（
釦
）

た
意
見
を
吟
味
し
、
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
な
決
断
に
至
っ
た
。

封
壬
使
御
申
談
之
儀
、
今
暫
御
見
合
、
唐
太
平
相
成
候
ハ
、
夷
人
等
御
取
扱
向
茂
厳
重
一
一
可
被
仰
付
様
二
而
、
其

時
者
大
唐
之
御
威
光
を
以
逗
留
夷
人
等
引
払
候
哉
、
又
者
制
方
茂
何
角
い
た
し
安
御
往
例
通
御
首
尾
能
可
被
為
整

与
奉
存
候
、
尤
年
期
被
召
延
候
儀
二
付
官
人
衆
よ
り
御
尋
等
有
之
候
ハ
、
、
右
通
当
時
御
当
地
御
差
障
之
御
訳
合

一
一
而
御
見
合
被
成
候
段
、
御
申
請
相
成
御
都
合
可
仕
哉
与
吟
味
仕
候
、
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勅
封
の
リ
ス
ク
回
避
と
同
時
に
中
国
を
頼
り
異
国
人
の
退
去
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、
議
論
の
中
で
中
国
の
兵
乱

が
争
点
と
な
っ
た
理
由
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

対
応
は
久
米
村
方
と
異
国
係
方
の
折
衷
案
を
、
そ
し
て
琉
球
側
の
異
国
人
逗
留
に
対
し
て
は
、
専
ら
中
国
の
力
を
あ
て

に
し
た
異
国
人
退
去
案
を
異
国
係
方
の
意
見
か
ら
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
勅
封
に
な
る
危
険
性
を
冒
し
て
請
封
を
行
い
、

冊
封
使
が
来
琉
し
た
際
異
国
人
に
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
方
法
よ
り
も
、
勅
封
の
リ
ス
ク
を
確
実
に
回
避
し
、
中
国
側

を
頼
り
つ
つ
異
国
人
を
退
去
き
せ
冊
封
を
行
う
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
請
封
の
見
合
わ
せ
が
決
定
し
た
の

［
表
二
１
８
５
５
年
と
１
８
５
６
年
の
下
問
（
会
議
）
と
各
所
に
お
け
る
下
問
へ
の
回
答
概
略

①
…
中
国
に
関
す
る
案
件
②
…
国
内
（
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
）
に
関
す
る
案
件

で
あ
る
。
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余議

② ①

現
在
、
英
仏
人
た
ち
が
琉
球
に
逗
留
し
異
国
船
も
し
ば
し
ば
琉

球
に
や
っ
て
来
の
で
、
午
年
の
冊
封
に
差
し
障
ら
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
ば
ら
く
延
期
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
在
中
国
で
は
兵
乱
が
起
こ
り
、
進
貢
使
た
ち
が
上
京
で
き

ず
に
立
ち
往
生
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
来
年
謂
封
を
行
う

べ
き
か
。

１
８
５
８
（
午
）
年
に
冊
封
を
予
定
し
て
い
る
が

１
８
５
５
（
卯
）
年

鱗ii;iiiiiiillliiiilmiiiiiiIilM1illilllI繍llM,lllMl鰯MlllMMMlliMlii鰯鍬
愈議

(② ①

琉
仏
約
条
締
結
に
よ
り
仏
人
た
ち
が
住
家
を
作
り
逗
留
し
だ

し
た
た
め
に
、
こ
れ
を
理
由
に
請
封
を
い
つ
ま
で
も
見
合
わ

せ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
彼
ら
が
逗
留
し

て
て
も
冊
封
儀
礼
の
際
に
差
し
障
り
に
な
ら
な
い
方
法
は
あ

る
か
。

中
国
の
兵
乱
は
ま
だ
鎮
ま
っ
て
い
な
い
が
、
去
年
の
進
貢
使

が
無
事
に
上
京
出
来
た
の
で
、
謂
封
を
願
い
中
国
側
の
都
合

を
伺
う
べ
き
か
。
ま
た
、
請
封
は
い
つ
頃
が
よ
い
か
。

午
年
に
行
う
予
定
で
あ
っ
た
請
封
を
、
去
年
は
中
国
の
兵
乱

と
英
仏
人
の
逗
留
に
て
延
期
し
た
が
、

１
８
５
６
（
辰
）
年
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異国係方 表十五人

備
考

結
延論
期↓

②

①
↓
兵
乱

平
定
後

備
考

結
論
↓

延
期

（
採
用
） ② 廷①

期↓

年
期
に
つ
い
て
は
中
国
側
と
相
談
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
な
に
か
こ
の
こ
と
で
中
国
側
に
言
わ
れ
た
ら
、
兵
乱
や
逗
留
英

仏
人
の
た
め
に
今
回
は
請
封
を
見
合
わ
せ
た
と
い
う
べ
き
。

冊
封
は
国
家
の
大
典
で
①
を
重
視
す
る
見
方
か
ら
、
中
国
の
兵
乱

が
収
ま
る
ま
で
は
延
期
す
べ
き
で
あ
る
。
兵
乱
が
鎮
ま
っ
た
ら
請

封
を
頼
み
、
そ
の
時
に
英
仏
人
の
不
作
法
も
訴
え
る
べ
き
。

英
仏
人
に
冊
封
儀
礼
を
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

去
年
の
進
貢
使
が
上
京
で
き
ず
福
州
で
貢
物
を
手
渡
し
た
と

い
う
こ
と
か
ら
、
諸
封
し
て
も
冊
封
使
を
派
遣
し
て
も
ら
え

ず
福
州
で
勅
封
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
重
大

な
こ
と
な
の
で
、
兵
乱
が
鎮
ま
っ
て
か
ら
請
封
す
べ
き
。

請
封
の
年
期
を
延
期
し
た
こ
と
を
中
国
側
に
問
わ
れ
た
ら
、
中

国
側
の
状
況
を
み
て
見
合
わ
せ
た
と
言
う
べ
き
。

①
．
②
よ
り
異
国
係
の
意
見
も
汲
む
と
、
中
国
で
の
兵
乱
が

収
ま
れ
ば
中
国
に
言
っ
て
英
仏
人
を
追
い
払
っ
て
も
ら
え
る

の
で
、
そ
れ
ま
で
は
延
期
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
当
座
の
状
況
判
断
で
対
処
し
て
き
た
が
、
冊
封
儀

礼
に
関
し
て
は
英
仏
人
に
見
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

久
米
村
・
異
国
係
の
意
見
か
ら
、
冊
封
の
形
式
が
勅
封
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
請
封
は
延
期
す
べ
き
。
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異国係方 表十五人

②
↓
可

（
臨
機
応
変

に
対
応
）

①
↓

申
年
冊
封

備
考

結
論
↓

申
年
冊
封

（
採
用
）

②
↓

儀
式
中

臨
機
応
変

に
対
応

①
↓

請
封
可

フ
ラ
ン
ス
船
が
来
琉
し
た
際
に
逗
留
仏
人
に
つ
い
て
か
け
合

い
帰
国
を
促
す
か
、
そ
れ
す
ら
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
塒
合

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
冊
封
儀
式
時
の
俳
個
を
禁
止

す
る
な
ど
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
べ
き
。

進
貢
使
の
上
京
が
示
す
よ
う
に
本
当
に
兵
乱
が
鎮
ま
っ
て
き

て
い
る
の
な
ら
、
大
典
の
た
め
早
々
に
行
う
べ
き
。
申
年
の

冊
封
を
目
指
す
。

異
国
係
中
、
久
米
村
中
、
王
子
中
、
按
司
中
そ
れ
ぞ
れ
の
意

見
を
参
照
に
し
て
か
ら
の
回
答
。

も
は
や
②
に
つ
い
て
は
構
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
請
封
す
べ

き
。
冊
封
を
１
８
６
０
（
申
）
年
に
行
う
た
め
、
１
８
５
８

（
午
）
年
に
請
封
す
る
。

も
は
や
約
条
を
結
ん
で
し
ま
い
住
家
ま
で
作
っ
て
い
る
の
で
、

仏
人
た
ち
が
早
々
に
引
き
取
る
気
配
は
な
い
。
よ
っ
て
請
封

を
行
い
、
儀
式
中
に
な
に
か
差
し
障
り
が
あ
っ
た
ら
臨
機
応

変
に
対
応
す
べ
き
。

去
年
の
進
貢
使
が
無
事
に
上
京
出
来
た
こ
と
で
、
兵
乱
は
ま

だ
鎮
ま
っ
て
い
な
い
が
，
鎮
ま
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
請
封
し
て
も
差
し
障
り
な
い
。



那
覇
市
歴
史
博
物
館
蔵
「
尚
家
文
書
」
所
収
「
十
四
余
識
」
（
文
書
恥
４
４
４
印
妃
左
丁
）
、
「
十
七
余
識
」
（
川
４
４
４
Ｗ
‐
此
４
４
５
９
右
丁
）
か
ら
筆
者
が
作
成
。

■

①
↓
当
年

で
も
可
一
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②
↓
可

（
臨
機
応
変

に
対
応
）

①
↓
中
国

側
判
断

た
と
え
冊
封
使
が
や
っ
て
来
て
も
、
そ
の
時
は
臨
機
応
変
に

対
応
す
れ
ば
良
い
の
で
問
題
は
な
い
。

中
国
に
い
る
人
間
達
に
相
談
し
、
請
封
す
る
か
ど
う
か
は
中

国
側
の
判
断
に
任
せ
る
。

､．fDDp,ﾌﾞﾛｩｰﾜ･-Ｐ1,.-,,P４

ど-｢--⑰,

,ざ,~子,...･0.

ﾄﾞﾆｰﾖ゛･ﾏ゛,Ⅱ･･･｣.-,.~Uｴ゛DrU1...,｢,,包禺ロゴ,￣~…,.,｢,,,`.，P,.lpJl.●,:｜･qr屯,,.

、二・.~.,い゛，.『1１,rI1.！`,'．..’占い＝･子占'1.1.Ⅱ!Ｌ…ｒＪ｡-.
一郭，完.｢｣)「‐

,9｡；｡.，､'2■:､ｱｩｭ｡~

ざ1.?..!..『･;』．,...．…..－－:ﾆｰｽJ：.,-..鴎~-A…,.．．，,！

蝕.八十F:韓1Ｊ
｢_…「，Ｊ2.f｢筆鍾X午…ｗ，

親方中 王子中 按司中 久米村方

②
可
↓

臨
機
応
変

に
対
応

①
↓

申
年
冊
封

特
使
・
進
貢

使
の
帰
国

を
待
っ
て

申
年
冊
封

備
考

②
↓
延
期

（
４
，
５
年
）

①
↓
当
年

で
も
可

備
考

①
↓
当
年

で
も
可
、
し

か
し
②
と
兼

ね
合
い
か
ら

申
年
冊
封

冊
封
儀
式
の
際
に
俳
個
し
な
い
な
ど
の
通
達
を
し
て
お
け
ば
、

冊
封
の
際
に
は
冊
封
使
も
い
る
こ
と
だ
し
言
う
こ
と
を
き
く

で
あ
ろ
う
。
も
し
聞
か
な
い
場
合
は
臨
機
応
変
に
対
応
す
べ

き
で
あ
る
。

仏
人
逗
留
の
た
め
に
い
つ
ま
で
も
冊
封
を
見
合
わ
せ
て
い
た

ら
中
国
に
申
し
訳
が
た
た
な
い
う
え
、
去
年
の
進
貢
使
上
京

が
叶
っ
た
こ
と
か
ら
、
申
年
冊
封
、
午
年
請
封
を
目
指
す
べ

き
で
あ
る
。

早
め
に
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
今
年
は
特
使
派
遣
が
あ
る
の

で
請
封
を
し
て
し
ま
う
と
中
国
が
迷
惑
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

申
年
冊
封
の
準
備
を
進
め
、
特
使
や
進
貢
便
の
帰
国
を
待
っ

て
請
封
を
考
え
る
。

中
国
側
へ
は
「
不
意
之
御
差
隙
」
（
琉
仏
約
条
締
結
に
よ
る
仏

人
の
恒
常
的
逗
留
）
に
よ
り
や
む
を
得
ず
延
嚇
す
る
と
言
う

べ
き
。

冊
封
使
来
琉
や
儀
式
の
際
に
仏
人
が
騒
動
を
起
こ
し
た
り
、

国
王
に
対
面
さ
せ
ろ
と
言
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

４
．
５
年
は
冊
封
を
見
合
わ
せ
る
べ
き
。

兵
乱
が
鎮
ま
っ
て
き
て
い
る
の
な
ら
、
今
回
請
封
し
て
も
良

Ⅱ
◎

し 評
価
物
が
仏
人
に
知
れ
て
は
大
変
な
の
で
、
厳
重
に
取
り
締

ま
る
。

去
年
の
進
貢
使
の
上
京
が
叶
っ
た
た
め
に
請
封
を
今
年
行

な
っ
て
も
良
い
が
、
仏
人
逗
留
の
件
と
請
封
を
同
時
に
す
る

と
中
国
の
都
合
が
合
わ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
冊

封
を
申
年
に
行
う
た
め
に
午
年
に
請
封
す
べ
き
で
あ
る
。



で
は
な
ぜ
、
王
府
は
フ
ラ
ン
ス
人
退
去
に
は
中
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

’
八
四
○
年
代
に
は
、
中
国
の
ア
ヘ
ン
戦
争
敗
北
と
そ
れ
に
伴
う
西
洋
と
の
条
約
締
結
の
影
響
に
よ
り
、
琉
球
に
異

国
船
が
多
く
来
航
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
以
前
に
も
異
国
船
が
琉
球
に
来
航
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
宣
教
活
動
と

交
易
と
を
明
確
な
目
標
と
し
て
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
る
の
が
一
八
四
○
年
代
以
後
の
特
徴
で
あ
る
。

な
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
は
、
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
時
か
ら
、
い
ず
れ
は
日
本
政
府
と
の
協
定
を
目
論
ん
だ
修
好
や
交

易
と
い
っ
た
明
確
な
目
標
の
も
と
に
琉
球
に
迫
り
、
多
く
の
宣
教
師
達
を
長
年
に
渡
り
琉
球
に
逗
留
さ
せ
る
こ
と
に
な

（
羽
〉

る
。
さ
ら
に
、
’
八
四
六
年
に
は
大
総
丘
〈
を
率
い
て
琉
球
に
条
約
の
締
結
を
迫
る
が
、
琉
球
側
の
拒
否
や
本
国
の
命
に

（
弧
）

よ
り
断
念
、
再
来
琉
を
約
束
し
宣
教
師
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
を
逗
留
さ
せ
た
う
え
で
琉
球
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。

「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
時
に
は
、
す
で
に
王
府
は
薩
摩
と
の
あ
い
だ
で
中
国
に
救
援
を
求
め
る
か
ど
う
か
の
議
論
を
繰
糸

〈
錫
）

（
妬
）

行
な
っ
て
い
た
。
当
初
は
並
行
文
書
で
あ
る
杏
文
を
介
し
て
の
事
態
の
報
生
ロ
と
い
う
形
で
中
国
に
救
援
を
促
す
も
、
事
肌
と

態
の
改
善
が
見
ら
れ
ず
、
翌
年
の
一
八
四
五
年
に
は
正
式
な
救
援
要
請
の
方
法
で
あ
る
中
国
へ
の
特
使
派
嘆
這
に
よ
る
嘆
蝿

（
”
）

封
願
が
企
図
さ
れ
た
。

主
月

｛
一
二
回

「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
際
、
琉
球
は
自
分
た
ち
の
頭
越
し
に
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
中
国
と
西
洋
諸
国
と
の
や
り
取
臓

り
を
恐
れ
、
「
密
杏
」
と
い
う
形
で
中
国
へ
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
大
総
兵
来
琉
に
つ
い
て
は
、
強
大
な
軍
畷

四
異
国
人
逗
留
問
題
と
中
国
ｌ
午
年
の
方
策



事
力
を
持
っ
た
大
総
兵
が
フ
ラ
ン
ス
本
国
か
ら
の
勅
命
に
よ
り
条
約
締
結
を
迫
っ
て
来
琉
す
る
と
解
釈
し
た
た
め
、
福

州
へ
の
報
告
と
い
う
形
で
は
な
く
、
国
家
的
危
機
に
直
面
し
た
と
い
う
意
味
で
の
国
家
を
挙
げ
て
の
救
援
要
請
と
し
て

北
京
へ
特
使
を
派
遣
す
る
こ
と
を
画
策
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
羽
）

一
八
四
六
年
に
大
総
兵
が
来
琉
す
る
と
、
在
番
奉
行
の
平
田
善
太
夫
と
の
相
談
の
う
え
で
特
使
派
遣
に
よ
る
中
国
へ

（
羽
）

の
救
援
要
請
が
実
行
に
移
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
琉
球
の
意
を
汲
み
取
り
中
国
側
も
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
に
つ
い

て
広
東
の
フ
ラ
ン
ス
特
使
ラ
グ
ル
ネ
と
協
議
を
行
な
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
一
向
に
成

（
側
）

果
が
上
が
ら
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
琉
球
が
中
国
に
救
援
要
請
を
出
し
た
直
後
、
偶
然
に
も
大
総
兵
は
退
去
、
さ
ら
に
大
総
兵
が
逗
留
さ
せ

た
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
も
、
二
年
後
の
一
八
四
八
年
に
は
琉
球
を
退
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
総

兵
は
本
国
の
命
に
よ
る
退
去
の
た
め
中
国
と
は
特
に
関
係
し
な
い
。
し
か
し
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
に
つ
い
て
は
、
中
国
と

フ
ラ
ン
ス
と
の
協
議
に
よ
る
成
果
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
「
報
告
」
や
特
使
派
遣
と
い
う
か
た
ち
で
中
国
に
救
援
要
請

を
出
し
た
琉
球
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

幸
運
に
も
大
総
兵
を
退
去
さ
せ
、
さ
ら
に
中
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
協
議
に
よ
り
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
退
去
に
も
成
功

（
⑪
）

し
た
琉
球
で
は
、
こ
れ
を
中
国
の
「
声
教
」
に
よ
る
実
現
と
み
な
し
た
。
こ
う
し
て
琉
球
で
は
、
大
総
兵
の
偶
然
の
退

去
、
さ
ら
に
は
ル
・
テ
ィ
ル
デ
ュ
の
退
去
を
異
国
人
（
フ
ラ
ン
ス
人
）
退
去
の
先
例
と
す
る
こ
と
で
、
以
後
一
八
五
○

年
代
に
か
け
て
異
国
人
の
退
去
に
は
中
国
の
「
声
教
」
に
期
待
を
か
け
、
中
国
へ
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
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請
封
見
合
わ
せ
が
決
定
し
た
約
一
ヶ
月
後
の
一
八
五
五
年
十
月
に
は
、
琉
仏
約
条
が
締
結
さ
れ
る
。
条
項
は
次
の
全

十
一
カ
条
で
あ
っ
た
。

一
八
四
六
年
の
大
総
兵
来
琉
に
際
し
て
実
行
さ
れ
た
特
使
派
遣
に
よ
る
中
国
へ
の
救
援
要
請
は
、
’
八
四
八
年
に
ル
・

テ
ィ
ル
デ
ュ
の
退
去
を
実
現
さ
せ
た
（
以
後
、
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
、
一
八
四
六
年
に
因
み
「
午
年
の
方
策
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
）
。
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
際
に
行
わ
れ
た
密
苔
に
よ
る
中
国
へ
の
報
告
と
い
う
方
法
が
、
こ
れ
以
後

は
す
べ
て
特
使
の
派
遣
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
、
こ
う
し
た
大
総
兵
の
退
去
や
「
午
年
の
方
策
」
の

成
功
に
よ
り
、
琉
球
・
薩
摩
・
幕
府
の
あ
い
だ
で
中
国
に
期
待
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
琉
球
の
逗
留
異
国
人
を
退
去

さ
せ
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
が
義
務
化
さ
れ
て
い
な
い
一
八
五
五
年
の
段
階
で
は
ま
だ
中
国
を
頼
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策

を
打
ち
出
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
逗
留
が
義
務
化
す
る
琉
仏
約
条
締
結
後
は
、
「
午
年
の
方
策
」
を
倣
い
特
使

派
遣
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
⑫
）

あ
る
。
な
お
異
国
人
退
去
に
つ
い
て
中
国
に
期
待
を
か
け
た
の
は
、
琉
球
だ
け
で
は
な
く
薩
摩
や
幕
府
別
ｂ
同
様
で
あ
っ

（
伯
）

た
。五
琉
仏
約
条
の
締
結
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（
斜
）

フ
ラ
ン
ス
と
の
約
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
武
力
に
よ
っ
て
な
か
ば
強
引
に
調
印
が
な
さ
れ
た
。
皇
帝
の
諭
旨
を
携
え

た
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
琉
球
側
は
調
印
を
拒
み
続
け
る
の
だ
が
、
六
回
に
わ
た
る
交
渉
の
末
に
つ
い
に
フ
ラ
ン
ス
側
が
激

怒
、
琉
球
側
に
銃
剣
を
突
き
つ
け
て
の
調
印
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
両
国
人
民
の
友
好
、
商
品
の
自
由
購
入
の
保
障
。

②
土
地
・
家
屋
・
船
舶
の
借
用
。
及
び
石
炭
貯
蔵
所
な
ど
フ
ラ
ン
ス
の
施
設
に
つ
い
て
の
保
障
。
仏
人
の
居
留
地
・

家
屋
・
船
舶
の
適
宜
保
全
。

③
船
舶
に
お
い
て
必
要
な
材
木
や
用
水
の
公
正
価
格
で
の
取
引
の
保
障
。

④
フ
ラ
ン
ス
船
難
破
の
際
の
人
命
救
助
や
荷
物
の
保
護
。

⑤
仏
人
の
自
由
歩
行
。
尾
行
人
の
禁
止
。

⑥
泊
仏
人
墓
地
の
保
障
。

⑦
那
覇
出
入
港
時
の
フ
ラ
ン
ス
船
の
安
全
保
障
。

③
那
覇
入
港
時
の
薪
水
規
定
。

⑨
逃
走
し
た
仏
人
水
主
や
仏
人
に
暴
行
を
加
え
た
琉
球
人
に
対
す
る
非
保
護
。

⑩
違
法
者
に
対
す
る
相
互
法
に
よ
る
罰
則
。

⑪
フ
ラ
ン
ス
船
遭
難
時
の
保
護
規
定
。
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壬
府
は
、
琉
仏
約
条
は
住
家
を
建
て
た
り
日
常
品
が
売
買
さ
れ
る
と
い
う
点
で
前
年
に
結
ば
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
も
の

よ
り
も
「
格
段
に
重
い
」
た
め
、
中
国
へ
事
の
詳
細
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
琉
仏
約
条
調
印
の
際
に
争
点

と
な
っ
た
の
は
、
第
二
条
に
当
た
る
「
土
地
・
家
屋
・
船
舶
の
借
用
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
項
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、

異
国
人
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
琉
球
逗
留
を
公
認
し
た
こ
と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
琉
球
逗
留
が
常
態
化
す
る
こ
と
鵬

を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
条
項
は
、
琉
米
約
条
や
一
八
五
九
年
に
締
結
さ
れ
る
琉
蘭
約
条
に
は
存
在
し
な
い
も
の
剛

（
妬
）

と

で
あ
る
う
え
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
は
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
こ
の
条
項
を
盛
り
込
む
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
琉
米
約
条
を
調
鵬

（
仰
）

印
し
た
際
、
壬
府
は
こ
の
約
条
に
よ
り
異
国
船
へ
の
対
応
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
琉
球
で
は
以
前
か
識
ニ
ニ
ロ

ら
異
国
船
へ
の
処
置
を
国
役
と
し
て
行
な
っ
て
い
た
た
め
、
約
条
締
結
は
一
」
れ
ら
の
処
置
が
義
務
化
す
る
だ
け
の
話
で
肺

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
琉
球
は
琉
米
約
条
締
結
が
こ
れ
ま
で
の
異
国
船
処
置
に
比
べ
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
町

琉
球
側
が
こ
れ
程
ま
で
に
調
印
に
抵
抗
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
約
条
中
の
あ
る
条
項
が
国
法
に
反

す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
王
府
は
約
条
調
印
に
つ
い
て
、
先

（
帽
）

年
に
結
ば
れ
た
琉
米
約
条
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
訶
恥
識
し
て
い
た
。

亜
国
ケ
條
書
よ
り
格
段
重
、
住
家
造
立
、
又
者
蛮
銭
紙
・
襖
銭
・
日
料
品
売
買
之
儀
先
様
何
様
御
難
題
之
程
茂
難

計
、
就
而
者
右
之
形
行
唐
江
御
届
不
被
仰
上
候
而
相
叶
間
敷
（
後
略
）
、



琉
仏
約
条
が
締
結
さ
れ
た
時
、
王
府
が
琉
仏
約
条
が
琉
米
約
条
に
比
べ
「
格
段
に
重
い
」
と
認
識
し
、
中
国
へ
事
の（
釦
）

詳
細
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

（
杷
）

識
し
て
い
た
の
で
あ
う
○
。

ま
た
王
府
は
、
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
の
時
か
ら
、
家
屋
を
貸
し
住
ま
わ
せ
長
く
逗
留
さ
れ
る
こ
と
は
国
家
の
法
度

｛
⑬
）

に
触
れ
る
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
を
拒
否
し
続
け
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
薩
摩
か
ら
も
、
異
国
人

が
那
覇
に
官
舎
を
建
て
よ
う
と
し
た
際
に
は
琉
球
側
で
禁
止
し
、
ど
う
し
て
も
聞
か
な
い
場
合
は
琉
球
側
で
官
舎
を
建

（
釦
）

て
異
国
人
た
ち
に
は
決
し
て
建
て
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
意
見
が
出
さ
れ
て
も
い
た
。
つ
ま
肌
ソ
、
第
一
一
条
そ
れ
自
体

を
認
め
る
こ
と
が
、
一
八
四
四
年
以
来
、
琉
球
・
薩
摩
双
方
で
意
識
さ
れ
て
き
た
禁
止
規
定
を
破
る
こ
と
に
他
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
琉
米
約
条
よ
り
も
「
格
段
に
重
い
」
と
さ
れ
た
の
は
、
琉
仏
約
条
の
締
結
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

（
副
）

第
一
一
条
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
特
使
派
遣
と
一
八
五
六
年
の
請
封
議
論

猶
又
右
通
提
督
渡
来
押
々
約
條
書
江
印
押
さ
せ
請
取
、
抑
以
前
之
形
行
与
者
硝
与
相
替
、
底
意
深
相
見
得
候
付
而

者
、
此
涯
い
つ
れ
之
筋
右
之
形
行
御
届
被
仰
上
御
当
国
不
立
行
侯
訳
合
細
々
御
申
述
、
仏
人
無
事
為
列
帰
候
様
勅
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つ
ま
り
、
以
前
と
は
ま
っ
た
く
事
情
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
う
え
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
も
良
く
わ

か
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
立
ち
い
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
中
国
側
に
細
か
く
伝
え
た
う
え
で
フ

ラ
ン
ス
人
が
退
去
す
る
よ
う
皇
帝
に
勅
諭
を
下
し
て
も
ら
う
の
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
結
論
を
出
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、
王
府
が
フ
ラ
ン
ス
人
を
琉
球
か
ら
退
去
さ
せ
る
に
は
全
面
的
に
中
国
側
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
、
琉
仏
約
条
調
印
二
カ
月
後
の
一
八
五
五
年
十
一
一
月
、
王
府
は
フ
ラ
ン
ス
人

退
去
を
実
現
す
る
た
め
、
中
国
に
特
使
を
派
遣
す
る
か
ど
う
か
の
下
問
を
行
う
。
王
府
役
人
の
な
か
に
は
中
国
の
政
情

な
ど
を
重
視
し
特
使
派
遣
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
福
州
で
の
官
人
の
尋
問
や
中
国
の
法
令

を
意
識
し
た
う
え
で
、
一
八
五
六
年
の
秋
に
特
使
派
遣
が
決
定
し
た
。
琉
球
は
中
国
の
藩
国
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
問
題

解
決
の
た
め
に
は
中
国
の
指
図
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
勅
諭
を
下
し
て
そ
の
こ
と
を
伝
え
れ

ば
、
中
国
大
陸
に
い
る
異
国
人
た
ち
も
そ
れ
を
噂
に
聞
き
フ
ー
フ
ン
ス
の
よ
う
に
琉
球
に
狼
籍
を
働
く
こ
と
も
な
く
な
る

（
調
）

だ
ろ
う
と
さ
れ
た
こ
と
や
、
中
国
が
丘
〈
乱
中
と
は
一
一
一
一
口
え
小
国
で
あ
る
琉
球
の
力
で
も
っ
て
交
渉
し
た
と
こ
ろ
で
い
ず
れ

立
ち
行
か
な
く
な
る
た
め
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
中
国
の
御
威
光
を
頼
り
に
す
る
他
な
く
、
中
国
も
そ
れ
を
知
っ
て

（
別
）

い
る
の
だ
か
ら
、
急
に
特
使
を
派
遣
し
た
と
こ
ろ
で
不
都
〈
ロ
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
特
使
派
遣

の
決
定
打
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
特
使
派
遣
の
理
由
は
、
中
国
を
頼
り
に
す
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
つ
つ
、
中
国
を

諭
被
成
下
度
趣
御
願
被
仰
立
可
宜
与
吟
味
仕
候
、
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前
回
は
、
中
国
の
兵
乱
や
琉
球
国
内
の
英
仏
人
の
逗
留
、
さ
ら
に
は
異
国
船
の
来
航
に
よ
り
し
ば
ら
く
請
封
願
い
を
見

合
わ
せ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
達
が
住
家
を
作
り
居
座
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
退
去
の
め
ど
が
立
た
な
く
な
っ
た
。
よ
っ

て
い
つ
ま
で
も
請
封
を
見
合
わ
せ
て
い
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
中
に
請
封
願
い
を
し
て
し
ま
い

逗
留
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
つ
い
て
は
冊
封
の
時
に
至
っ
て
か
ら
差
障
り
に
な
ら
な
い
よ
う
対
処
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
中
国
の
兵
乱
は
ま
だ
鎮
ま
ら
な
い
と
は
い
え
去
年
進
貢
使
が
無
事
に
上
京
出
来
た
と
い
う
事
実
か
ら
請

西
洋
諸
国
と
の
交
渉
窓
口
に
す
る
こ
と
で
逗
留
異
国
人
問
題
を
解
決
し
か
つ
来
琉
す
る
可
能
性
の
あ
る
異
国
人
た
ち
の

動
き
を
抑
制
で
き
る
と
さ
れ
た
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
王
府
は
、
特
使
を
派
遣
す
る
こ
と
で
最
終

的
に
は
「
午
年
の
方
策
」
と
同
様
の
解
決
が
図
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
一
八
五
六
年
七
月
に
は
請
封
使
者
派
遣
を
左
右
す
る
中
国
情
報
を
持
っ
た
接
貢
船
の
帰
帆
に
よ
り
、

（
弱
）

一
度
見
〈
ロ
わ
せ
が
決
定
し
た
請
封
に
つ
い
て
王
府
は
再
度
下
問
を
行
な
っ
た
。

至
去
年
者
唐
兵
乱
盛
二
相
成
、
御
当
地
茂
夷
人
逗
留
夷
船
茂
繁
々
渡
来
有
之
、
妾
付
暫
御
見
合
被
仰
付
置
候
処
、

仏
人
等
二
者
住
家
作
調
急
々
引
取
之
模
様
不
相
見
得
候
付
而
者
、
い
つ
と
な
く
御
見
合
茂
難
被
成
、
尤
夷
人
逗
留

中
御
申
請
相
成
、
不
差
障
取
計
茂
可
有
之
哉
、
且
又
於
唐
茂
兵
乱
干
今
不
相
鎮
候
得
共
、
去
年
進
貢
御
使
者
上
京

勤
方
首
尾
能
為
相
済
段
申
越
有
之
候
間
、
請
封
御
願
越
唐
御
都
合
可
仕
哉
、
又
候
御
申
請
年
期
い
つ
比
可
宜
哉
、
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今
年
（
’
八
五
六
年
）
請
封
し
て
も
良
い
が
、
今
回
は
異
国
人
退
去
の
件
に
つ
い
て
特
使
を
派
遣
す
る
た
め
、
請
封

の
お
願
い
ま
で
し
て
し
ま
っ
て
は
都
合
が
合
わ
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
来
る
午
年
（
一
八
五
八
年
）
に

請
封
し
、
申
年
二
八
六
○
年
）
に
冠
船
を
派
遣
し
冊
封
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
す
る
の
が
宜
し
い
と
思
わ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
使
と
請
封
と
が
重
な
る
と
不
都
合
が
生
じ
る
と
い
う
理
由
で
、
請
封
は
午
年
に
延
期
し
、
申

封
願
い
を
し
た
上
で
中
国
の
都
合
に
合
わ
せ
る
べ
き
か
、
そ
う
す
る
と
な
る
と
請
封
願
い
の
時
期
は
い
つ
頃
が
よ
い
の

か
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
下
問
が
琉
仏
約
条
締
結
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
人
退
去
の
め
ど
が
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
を
争
点

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
各
所
で
は
、
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
冊
封
使
の
協
力
を
得
つ
つ
臨
機
応
変
に
対
応
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
見
が
主
流
を
占
め
た
。
そ
の
中
で
、
久
米
村
方
、
王
子
中
、
按
司
中
は
、
一
八
五
六
年
の
秋
に
決
定
し
た

特
使
の
派
遣
を
視
野
に
入
れ
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
弱
）

久
米
村
方
は
、

当
年
請
封
御
願
被
仰
上
候
而
茂
可
宜
候
得
共
、
今
般
之
儀
異
国
一
件
御
願
之
御
使
者
被
御
遣
事
二
而
、
請
封
御
願

被
仰
上
候
而
者
御
都
合
向
不
相
叶
茂
可
有
御
座
哉
与
奉
存
候
間
、
来
午
年
請
封
御
願
被
仰
上
、
申
年
冠
船
御
渡
来

被
遊
候
様
被
仰
付
候
而
可
宜
与
奉
存
候
、
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フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
が
強
引
に
住
家
を
作
る
件
は
難
題
な
の
で
、
中
国
へ
の
報
告
で
は
こ
の
上
な
い
待
遇
で
あ
る
特
使

の
派
遣
と
い
う
形
で
行
い
、
か
つ
フ
ラ
ン
ス
人
達
の
退
去
願
い
も
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
請
封
を

行
な
っ
て
は
中
国
が
迷
惑
だ
ろ
う
。
な
の
で
、
今
回
は
請
封
を
行
な
わ
ず
に
申
年
に
（
冊
封
の
）
年
期
を
内
定
き
せ
て

色
々
と
準
備
を
行
い
、
特
使
や
進
貢
使
が
帰
国
し
た
段
階
で
彼
ら
に
中
国
の
様
子
を
聞
き
、
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
の
意
向

も
深
く
考
え
た
う
え
で
（
請
封
の
）
願
い
を
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
あ
る
よ
う
に
、
久
米
村
方
同
様
に
フ
ラ
ン

ス
人
を
退
去
き
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
特
使
の
派
遣
を
優
先
し
、
請
封
を
延
期
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

き
る
。

年
の
冊
封
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
意
見
か
ら
は
、
請
封
と
特
使
派
遣
を
同
時
に
は
行
え

な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
請
封
よ
り
も
特
使
の
派
遣
を
優
先
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

（
訂
）

一
方
、
王
子
中
ｊ
Ｄ
、

仏
人
等
押
々
住
家
作
調
候
一
件
者
六
ヶ
敷
機
先
与
相
見
得
、
至
極
及
御
世
話
王
舅
御
使
者
御
取
仕
立
形
行
御
届
井

夷
人
共
引
取
き
せ
候
御
願
茂
被
仰
上
筈
二
而
、
此
時
節
差
合
請
封
被
御
願
越
候
而
者
唐
御
都
合
向
如
何
可
有
之
候

間
、
此
節
者
御
願
御
差
扣
、
来
申
年
二
年
期
御
内
定
二
而
夫
々
御
手
当
被
仰
付
、
王
舅
・
進
貢
使
帰
帆
之
上
唐
之

御
模
様
御
聞
取
、
猶
又
夷
人
等
幾
向
も
深
御
察
之
上
御
願
被
仰
立
候
方
可
然
哉
、
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フ
ラ
ン
ス
人
の
統
制
が
出
来
ず
、
（
国
王
が
冊
封
儀
式
の
た
め
に
那
覇
に
）
御
下
り
に
な
る
時
や
冊
封
儀
式
の
際
に

方
々
で
差
し
障
り
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
う
え
、
冊
封
使
が
来
琉
す
る
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
本
国
ま
で
知
れ
渡

り
多
く
の
異
国
船
が
来
琉
し
て
儀
式
を
見
物
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
凶
暴
な
輩
共
が
聞
き
入
れ
る
こ
と

な
ど
な
く
強
引
に
儀
式
を
見
物
す
る
だ
ろ
う
。
国
王
様
を
そ
こ
で
見
よ
う
も
の
な
ら
、
差
し
当
た
っ
て
は
騒
動
に
な
ら

ず
と
も
な
ん
ら
か
の
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
国
王
様
と
の
対
面
を
要
求
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
っ
て
は
対

処
す
る
術
も
な
く
、
大
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
異
国
人
に
よ
る
問
題
の
た
め
、
四
・
五
年
（
請
封
を
）

見
合
わ
せ
る
以
外
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
特
使
の
派
遣
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
人
が
退
去

（
銘
）

ま
た
、
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
の
動
向
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
按
司
中
も
、

夷
人
等
自
侭
之
者
共
制
方
迩
茂
不
罷
成
候
故
、
御
下
り
又
者
御
規
式
事
等
之
刑
、
方
々
い
す
れ
差
障
候
儀
茂
可
致

出
来
哉
、
其
上
封
王
使
御
渡
来
之
段
、
彼
者
本
国
迄
相
知
、
自
然
夷
船
多
艘
来
着
御
規
式
拝
見
可
致
杯
与
申
募
候

ハ
、
、
強
暴
者
共
理
解
を
以
茂
不
聞
入
積
二
而
押
々
御
規
式
拝
見
、
上
様
奉
拝
上
候
儀
共
有
之
候
而
者
、
差
当
騒

動
迄
二
而
無
之
後
以
何
鍬
難
題
筋
申
懸
御
対
顔
之
願
等
申
立
候
而
者
、
御
迦
方
難
被
成
至
而
御
故
障
筋
之
儀
可
致

出
来
哉
、
（
中
略
）
、
右
通
異
国
之
障
有
之
候
付
而
者
今
四
五
ヶ
年
程
御
見
合
被
成
候
而
何
様
可
有
御
座
哉
、
今
般

王
舅
御
使
者
被
差
渡
事
二
而
弥
御
願
詮
立
夷
人
引
取
候
ハ
、
、
別
而
御
仕
合
之
御
事
、
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し
て
く
れ
れ
ば
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
し
て
、
久
米
村
方
や
壬
子
中
同
様
に
特
使
派
遣
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問

題
の
解
決
に
期
待
を
示
す
こ
と
で
四
・
五
年
請
封
を
見
合
わ
せ
る
べ
き
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
以
上
か
ら
、
久
米
村

方
・
王
子
中
・
按
司
中
が
そ
れ
ぞ
れ
請
封
の
年
を
午
年
や
四
・
五
年
後
と
し
て
い
る
の
は
少
な
か
ら
ず
特
使
の
派
遣
を
意

識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

各
所
の
応
答
の
結
果
、
表
十
五
人
は
按
司
中
の
四
・
五
年
請
封
を
見
合
わ
せ
る
と
い
う
意
見
を
退
け
る
も
、
久
米
村
方

や
王
子
中
に
よ
る
意
見
を
採
用
し
午
年
に
請
封
を
行
な
う
べ
き
と
し
た
。
た
だ
、
表
十
五
人
が
午
年
の
請
封
を
決
定
し

（
弱
）

た
の
は
、
「
無
此
上
御
大
典
」
で
あ
る
冊
封
を
早
々
に
済
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
と
あ
り
、
特
使
の
派
連
喧
を
優
先
さ

せ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
表
十
五
人
は
、
特
使
の
派
遣
へ
の
言
及
を
意
図
的
に
避
け
た
。
こ
の
た
め
、
特
使
の
働
き

に
つ
い
て
取
り
分
け
期
待
を
寄
せ
て
い
る
わ
け
で
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
一
八
五
六
年
の
請
封

延
期
、
ひ
い
て
は
午
年
と
い
う
時
期
の
設
定
に
は
、
七
月
に
帰
帆
し
た
接
貢
船
の
中
国
情
報
と
同
時
に
、
各
所
に
よ
る

一
八
五
六
年
秋
に
決
定
し
て
い
た
特
使
派
遣
へ
の
期
待
が
決
定
を
大
き
く
左
右
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
午
年
の
方
策
」
の
成
功
に
倣
い
中
国
に
特
使
を
派
遣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
退

去
問
題
に
対
す
る
具
体
的
な
方
策
と
な
り
得
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
内
の
問
題
で
あ
る
は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
人
退
去
問

題
を
特
使
の
派
遣
と
い
う
方
策
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
も
請
封
と
同
様
に
外
交
的
方
策
と
し

て
解
決
を
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
問
題
が
請
封
と
共
に
議
論
さ
れ
る
時
に
は
、

も
っ
ぱ
ら
中
国
の
政
情
や
都
合
が
第
一
に
懸
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
一
八
五
六
年
の
請
封
は
、
特
使

194



と
こ
ろ
が
、
一
八
五
六
年
秋
に
決
定
さ
れ
て
い
た
特
使
派
遣
は
に
わ
か
に
中
止
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
特
使
派
遣
の

実
施
に
、
島
津
斉
彬
の
意
向
が
反
映
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
五
六
年
三
月
、
琉
仏
約
条
締
結
を
薩
摩
に
報
告
す
る
御
侘
使
者
と
し
て
、
渡
名
喜
親
方
が
上
国
、
琉
仏
約
条
の
調

（
釦
）

印
を
「
不
軽
儀
」
と
い
う
差
し
迫
っ
た
文
一
一
一
一
口
で
通
達
し
た
。
と
こ
ろ
が
島
津
斉
彬
は
、
琉
仏
約
条
締
結
に
つ
い
て
「
御

（
印
｝

不
都
合
之
訳
無
之
」
と
返
答
し
た
。
さ
ら
に
同
年
八
月
、
江
戸
に
い
た
島
津
斉
彬
は
、
薩
摩
国
許
に
「
琉
球
へ
残
り
居

｛
砥
｝

候
異
人
を
本
国
へ
差
返
し
方
い
た
し
度
と
の
願
書
等
案
文
、
是
は
そ
ふ
も
参
間
敷
」
と
沙
汰
を
下
し
、
琉
球
か
ら
の
フ

ラ
ン
ス
人
退
去
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
使
派
遣
が
予
定
き
れ
て
い
る
一
八
五
六
年
秋
に
至
っ
て
も
、
琉

球
へ
斉
彬
か
ら
の
返
信
が
到
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
当
時
、
琉
球
を
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
通
商
を
目
論
ん

（
岡
）

で
い
た
た
め
、
特
使
派
遣
が
奏
功
す
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
は
意
に
反
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
例
）

こ
う
し
た
事
態
に
よ
り
、
一
八
五
一
ハ
年
秋
に
至
り
特
使
派
遣
が
再
び
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

の
派
遣
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
の
方
策
と
共
に
中
国
を
頼
る
と
い
う
点
で
表
裏
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
請
封
は
、
特
使
派
遣
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
問
題
を
優
先
す
る
案
の
も
と
に
午
年
ま
で
延

期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

七
島
津
斉
彬
の
意
向
と
特
使
派
遣
の
中
止
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国
内
の
経
済
状
況
な
ど
の
懸
念
を
背
景
と
し
つ
つ
、
一
八
五
○
年
頃
か
ら
、
請
封
は
元
服
し
た
世
子
が
先
王
の
三
年

忌
明
け
以
後
に
行
わ
れ
る
と
い
う
「
御
先
例
」
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
尚
泰
の
場
合
も
元
服
の

時
期
を
め
ど
に
し
た
請
封
（
そ
れ
に
伴
う
冊
封
）
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
尚
泰
の
元
服
を
二
年
後
に
控
え
た
一
八
五
五
年
に
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
冊
封
が
中
国
兵
乱
に
よ
る
勅
封
回
避

の
た
め
に
延
期
と
な
っ
た
。

請
封
延
期
が
決
定
し
て
間
も
な
く
、
琉
仏
約
条
が
締
結
さ
れ
る
。
第
二
条
の
条
文
に
あ
る
異
国
人
逗
留
に
関
す
る
条

項
の
存
在
か
ら
、
王
府
は
約
条
の
調
印
を
こ
れ
ま
で
と
は
事
態
が
一
変
す
る
「
格
段
に
重
い
」
出
来
事
と
し
て
認
識
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
王
府
で
は
フ
ラ
ン
ス
人
退
去
の
実
現
に
期
待
を
込
め
中
国
へ
の
特
使
派
遣
が
議
論
さ
れ
た
。
そ

議
論
の
争
点
は
専
ら
薩
摩
か
ら
の
返
信
と
特
使
派
遣
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
薩
摩
の
返
信
を
待

た
ず
に
特
使
を
派
遣
す
る
、
返
信
を
待
た
ず
に
特
使
を
派
遣
す
る
と
後
か
ら
問
題
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
特

使
で
は
な
く
進
貢
使
に
救
援
要
請
を
さ
せ
る
、
特
使
派
遣
を
取
り
止
め
る
、
と
い
う
こ
と
が
喫
緊
に
議
論
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
結
果
、
返
信
の
意
見
を
汲
ま
ず
に
特
使
を
派
遣
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
薩
摩
琉
球
館
か
ら
の
意

〈
園
）

見
を
汲
む
か
た
ち
で
特
使
派
遣
は
中
止
さ
れ
、
進
貢
使
に
救
援
要
請
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
決
｛
正
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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琉
仏
約
条
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
人
の
自
然
退
去
が
現
実
的
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
琉
球
で
は
「
午
年
の
方
策
」
で

実
現
を
み
た
中
国
へ
の
特
使
派
遣
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
フ

ラ
ン
ス
人
逗
留
問
題
も
、
請
封
同
様
に
中
国
を
頼
る
と
い
う
外
交
的
方
策
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
以

後
の
問
題
解
決
の
争
点
は
も
っ
ぱ
ら
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
の
動
向
と
中
国
の
政
情
と
な
る
が
、
前
者
の
抜
本
的
解
決
た
め

に
は
後
者
を
推
し
量
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
自
ず
と
後
者
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
こ
の
後
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
を
前
提
と
し
て
冊
封
使
を
琉
球
に
呼
ぶ
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
冊
封
使
来
琉
に
伴
っ
て
挙
行
さ
れ
る
冊
封
儀
礼
や
冊
封
使
が
持
参
す
る
評
価
物
を

い
か
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
干
渉
か
ら
守
る
か
、
ま
た
は
守
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
主
体
と
な
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
冊
封
使
招
来
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
前
提
と
な
る
の
は
や
は
り
中
国
の
政
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
た
め
に
、
琉
仏
約
条
締
結
に
よ
り
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
問
題
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
中
国

の
政
情
が
議
論
の
争
点
と
し
て
第
一
義
的
な
要
因
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
、
中

国
で
は
太
平
天
国
の
乱
の
動
乱
に
加
え
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃
発
し
て
し
ま
う
。
琉
球
で
は
、
そ
う
し
た
中
国
の

政
情
や
フ
ラ
ン
ス
人
の
逗
留
を
前
提
と
す
る
と
い
う
逗
留
フ
ラ
ン
ス
人
問
題
に
お
け
る
新
た
な
局
面
か
ら
請
封
の
議
論

の
結
果
一
八
五
六
年
秋
に
特
使
の
派
遣
が
決
定
、
そ
の
影
響
か
ら
同
年
に
実
施
が
企
図
さ
れ
て
い
た
請
封
が
午
年
へ
と

延
ば
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
特
使
派
遣
も
ま
た
、
島
津
斉
彬
の
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
中
止
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
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追
記論
考
作
成
中
に
西
里
喜
行
「
中
琉
関
係
史
に
お
け
る
尚
泰
の
冊
封
問
題
（
再
論
）
ｌ
琉
球
側
の
対
応
を
中
心
に
ｌ
」

（
『
南
島
史
学
』
第
七
九
・
八
○
合
併
号
南
島
史
学
会
、
一
一
○
｜
三
年
）
が
出
た
が
、
本
稿
は
当
初
、
一
一
○
一
一
一
年
一
一

月
一
○
日
の
南
島
史
学
会
大
会
に
て
報
告
さ
れ
た
西
里
喜
行
氏
の
レ
ジ
ュ
メ
「
中
琉
関
係
史
に
お
け
る
尚
泰
冊
封
問
題

（
再
論
）
ｌ
琉
球
側
の
対
応
を
中
心
に
」
に
多
く
依
拠
し
た
．
レ
ジ
ュ
メ
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
麻
生
伸
一
氏
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。

が
一
八
五
八
年
と
一
八
六
○
年
の
二
回
に
渡
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
具
体
的
内

容
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
、
「
尚
家
文
書
」
閲
覧
の
際
に
は
那
覇
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
川
島
淳
氏
に
は
骨
を
折
っ
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
本
稿
は
、
二
○
’
二
年
度
に
行
わ
れ
た
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
の
紙
屋
敦
之
教
授
の
ゼ
ミ
「
共
同
研
究
一
九

世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
交
的
変
容
ｌ
尚
泰
冊
封
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
に
お
け
る
報
告
書
の
論
考
（
二
○
一
五
年
八

月
現
在
、
未
刊
行
）
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
紙
屋
教
授
の
適
切
な
御
指
導
や
ゼ
ミ
学
生

の
皆
さ
ん
の
御
指
摘
に
多
く
依
拠
し
て
い
る
。

以
上
、
特
筆
す
べ
き
事
柄
と
し
て
こ
こ
に
記
し
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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（
１
）
異
国
人
の
逗
留
に
関
す
る
問
題
（
異
国
一
件
）
が
発
生
し
た
辰
年
（
’
八
四
四
年
）
と
し
て
、
琉
球
に
お
け
る
様
々
な
同
時
代

史
料
に
表
記
さ
れ
言
及
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
福
地
家
文
書
」
（
『
那
覇
市
』
資
料
編
第
一
巻
十
二
近
世
資
料
補
遺
・
雑
纂

那
覇
市
役
所
、
二
○
○
四
年
二
四
七
頁
）
。

（
２
）
東
恩
納
寛
惇
『
尚
泰
候
実
録
』
（
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
」
第
二
巻
、
原
書
房
、
’
九
七
一
年
）
二
四
九
一
二
五
一
頁
。

（
３
）
尚
泰
即
位
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
麻
生
伸
一
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
王
位
継
承
に
つ
い
て
Ｉ
尚
育
王
と
尚
泰
王
の
即
位
を
中
心

に
ｌ
」
（
『
東
洋
学
報
」
第
九
五
巻
第
四
号
二
○
’
四
年
）
を
参
照
。

（
４
）
先
行
研
究
で
は
、
「
条
約
」
「
修
好
条
約
」
な
ど
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
近
年
で
は
他
に
「
約
定
」
「
協
約
」
「
協
定
」
と
も
さ
れ

る
が
、
史
料
用
語
で
は
「
約
条
」
「
ヶ
条
書
」
、
英
文
や
仏
文
で
は
ら
○
ご
く
ｐ
ｚ
Ｂ
Ｓ
ｚ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も
こ
れ
ら

に
依
拠
し
琉
球
と
フ
ラ
ン
ス
、
琉
球
と
ア
メ
リ
カ
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
を
「
約
条
」
と
す
る
。
な
お
一
八
五
九
年
に
オ
ラ

ン
ダ
と
締
結
さ
れ
た
も
の
は
弓
幻
シ
【
日
シ
ン
ヨ
と
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
と
は
違
い
当
初
か
ら
「
条
約
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
言
及
を
避
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
５
）
豊
見
山
和
行
「
琉
球
王
国
末
期
に
お
け
る
対
外
関
係
ｌ
琉
米
・
琉
仏
条
約
締
結
問
題
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
歴
史
評
論
』
六
○
三
校

倉
書
房
、
二
○
○
○
年
）
。

（
６
）
眞
境
名
安
興
『
沖
縄
一
千
年
史
』
（
琉
球
史
料
研
究
会
、
一
九
一
一
三
年
）
六
一
七
頁
。

（
７
）
西
里
喜
行
「
中
琉
関
係
史
に
お
け
る
尚
泰
の
冊
封
問
題
（
再
論
）
ｌ
琉
球
側
の
対
応
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
南
島
史
学
」
第
七
九
・
八
○

戸

注
一
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合
併
号
南
島
史
学
会
、
二
○
一
三
年
）
。

（
８
）
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
マ
ル
ナ
ス
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
、
照
屋
善
彦
「
英
宣
教

医
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
」
人
文
書
院
、
二
○
○
四
年
な
ど
。

（
９
）
島
尻
克
美
。
仏
船
来
航
事
件
」
の
概
要
と
研
究
史
」
（
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
二
巻
一
九
八
九
年
、
生
田
澄
江
「
幕
末
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
琉
球
来
航
と
薩
琉
関
係
」
『
沖
縄
文
化
研
究
』
一
九
号
、
一
九
九
二
年
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
イ
ヴ
ェ
ー

ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
琉
球
認
識
」
（
『
沖
縄
県
史
各
論
編
第
四
巻
近
世
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
○
○
五
年
。

（
皿
）
西
里
喜
行
『
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
』
京
都
大
学
出
版
会
、
二
○
○
五
年

（
Ⅱ
）
た
と
え
ば
、
横
山
伊
徳
「
日
本
の
開
国
と
琉
球
」
（
『
新
し
い
近
世
史
②
国
家
と
対
外
関
係
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）
。

（
、
）
テ
ィ
ネ
ッ
ロ
・
マ
ル
コ
「
修
好
条
約
に
対
す
る
琉
球
国
の
対
応
」
（
『
沖
縄
文
化
』
第
四
六
巻
一
号
、
二
○
｜
二
年
）
。

（
旧
）
注
（
５
）
豊
見
山
前
掲
論
文
。

（
ｕ
）
岡
部
敏
和
「
米
国
ペ
リ
ー
艦
隊
の
琉
球
来
航
と
琉
球
「
開
国
」
問
題
ｌ
「
琉
米
約
条
」
を
め
ぐ
る
琉
球
王
府
・
薩
摩
藩
間
交
渉

を
中
心
に
ｌ
」
（
『
明
治
維
新
史
研
究
」
第
九
号
、
明
治
維
新
史
学
会
、
二
○
一
三
年
）
。

（
旧
）
『
旧
條
約
彙
纂
』
第
三
巻
（
朝
鮮
・
琉
球
）
（
外
務
省
條
約
局
、
一
九
三
四
年
）
に
よ
る
と
、
正
文
は
漢
文
と
仏
文
が
あ
る
も
、
漢

文
に
は
名
前
が
無
く
、
提
出
さ
れ
た
記
録
の
写
し
に
は
単
に
「
約
条
」
と
あ
り
、
と
あ
る
。

（
肥
）
明
清
交
替
や
三
藩
の
乱
と
い
っ
た
中
国
で
の
兵
乱
の
た
め
に
、
尚
貞
は
十
一
年
か
か
っ
て
い
る
（
西
里
喜
行
「
明
漬
交
替
期
の

中
琉
日
関
係
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
尚
賢
・
尚
質
・
尚
貞
の
冊
封
問
題
と
の
周
辺
ｌ
」
ｓ
第
八
回
琉
球
・
中
国
交
渉
史
に
関
す
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（
卯
）
渡
名
喜
明
「
資
料
紹
介
田
里
筑
登
之
親
雲
上
渡
唐
準
備
日
記
（
二
）
」
（
「
沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
紀
要
』
第
二
号
、

一
九
八
五
年
）
。
な
お
□
は
渡
名
喜
氏
翻
刻
マ
マ
、
句
読
点
と
請
封
力
の
ル
ビ
は
筆
者
に
よ
る
。

（
Ⅲ
）
注
（
３
）
麻
生
前
掲
論
文
。

（
皿
）
注
（
７
）
西
里
前
掲
論
文
。

（
羽
）
冊
封
準
備
の
金
銭
政
策
が
一
八
五
○
年
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
（
西
里
喜
行
「
近
世
末
期
の
内
政
問
題
と
対
外
関
係
」

（
『
沖
縄
県
史
各
論
編
第
四
巻
近
世
』
、
六
四
九
頁
。
『
球
陽
」
原
文
編
巻
二
十
二
一
九
二
九
（
球
陽
研
究
会
編
角
川
書

王
継
目
御
礼
使
、
来
年
江
戸
へ
参
府
の
役
人
費
用
の
こ
と
」
〈
寛
政
七
年
・
’
七
九
五
年
〉
と
し
て
同
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
旧
）
ち
な
み
に
注
（
旧
）
前
掲
の
『
察
氏
家
譜
抄
』
に
よ
る
と
、
請
封
の
際
は
古
来
よ
り
必
ず
進
貢
の
年
に
行
な
う
と
あ
る
。

（
四
）
渡
名
喜
明
「
資
料
紹
介
田
里
筑
登
之
親
雲
上
渡
唐
準
備
日
記
（
｜
」
（
『
沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
紀
要
」
第
二
号
、
一
九
八
四

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
」
二
○
○
七
年
）
。
ま
た
尚
敬
の
場
合
は
、
尚
貞
逝
去
後
に
尚
益
が
世
子
と
な
っ
た
が
、
請
封
を
行
う

前
に
逝
去
し
そ
の
服
喪
期
間
を
経
た
た
め
に
六
年
か
か
っ
た
（
「
十
一
世
察
温
」
『
察
氏
家
譜
抄
」
Ｓ
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一

巻
六
、
家
譜
資
料
二
（
上
）
、
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
、
一
九
八
○
年
）
三
六
七
頁
）
。
そ
れ
以
降
は
尚
育
ま
で
一
一
一
～
四
年

の
ス
パ
ン
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
仲
原
善
忠
文
庫
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
薩
琉
往
復
文
書
集
琉
球
館
文
書
二
」
（
言
ロ
ヘ
ヘ
曰
自
弓
の
」
一
言
‐
ｑ
Ｅ
ご
Ｐ
囚
、
」
ロ
へ
い
の
月
言
へ

年
－－〆

○

弓
へ
ｇ
の
巨
一
の
．
□
目
や
己
Ⅱ
国
）
八
一
右
丁
。
な
お
『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
の
二
、
’
九
七
○
年
、
九
一
～
九
二
頁
に
は
、
「
国

201尚泰請封問題と琉仏約条



店
、
一
九
七
四
年
、
四
九
八
頁
）
）
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

（
別
）
『
旧
記
書
類
抜
粋
』
（
沖
縄
研
究
資
料
二
七
『
旧
記
書
類
抜
粋
・
沖
縄
旧
記
書
類
字
句
註
解
書
』
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、

二
○
一
○
年
）
七
八
頁
に
よ
る
と
、
元
服
は
、
成
豊
七
（
一
八
五
七
）
年
丁
巳
一
一
月
一
三
日
と
あ
る
。

（
妬
）
西
里
喜
行
「
成
豊
・
同
治
期
（
幕
末
維
新
期
）
の
中
琉
日
関
係
再
考
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
四
巻
第
四
号
、
二
○
○
五
年
）
。

（
別
）
「
十
四
一
来
午
年
封
王
使
被
遊
御
招
請
候
御
賦
二
而
先
達
而
及
御
伺
御
手
当
等
被
仰
付
事
候
処
、
当
時
唐
兵
乱
盛
一
一
相
成

於
御
当
地
茂
夷
人
等
逗
留
美
船
茂
繁
々
渡
来
付
請
封
御
願
今
暫
ク
御
見
合
被
仰
付
候
方
、
会
議
之
事
」
（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
蔵

「
尚
家
文
書
』
・
四
四
四
、
十
四
会
議
、
○
三
一
右
丁
）
、
以
下
、
同
史
料
に
か
ん
し
て
は
、
初
出
条
目
に
つ
い
て
は
条
目
タ
イ
ト

ル
、
Ⅲ
、
念
議
条
数
、
丁
数
を
記
し
、
再
出
の
場
合
は
、
Ⅲ
、
会
議
条
数
、
丁
数
の
み
を
記
す
。

（
〃
）
五
四
年
の
進
貢
使
に
つ
い
て
は
、
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
の
海
外
情
報
と
東
ア
ジ
ァ
ー
十
九
世
紀
の
中
国
情
勢
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
『
近
世
日
本
の
海
外
情
報
」
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
肥
）
注
（
７
）
西
里
前
掲
論
文
。

（
羽
）
四
四
四
、
十
四
会
議
、
○
’
一
一
二
右
丁
’
○
’
一
一
二
左
丁
。

（
別
）
四
四
四
、
十
四
会
議
、
○
三
四
右
’
○
三
四
左
丁
。

（
皿
）
菊
池
秀
明
「
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
と
近
代
中
国
』
中
国
の
歴
史
一
○
（
講
談
社
、
一
一
○
○
五
年
）
一
一
一
六
‐
三
七
頁
。

（
犯
）
里
井
洋
一
「
解
題
『
仏
船
来
着
井
仏
人
逗
留
付
而
之
日
記
」
」
Ｓ
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
第
十
一
巻
）
。

（
羽
）
注
（
９
）
パ
ト
リ
ッ
ク
前
掲
書
、
五
九
○
頁
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
船
の
来
琉
に
関
し
て
は
、
注
（
９
）
島
尻
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。
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（
別
）
注
（
皿
）
西
里
前
掲
書
、
一
○
八
－
一
二
頁
。
な
お
琉
球
側
と
大
総
兵
セ
シ
ー
ユ
提
督
と
の
詳
し
い
や
り
と
り
は
、
岡
部
敏
和

「
「
大
総
兵
船
」
の
琉
球
来
航
と
琉
球
王
府
の
対
応
ｌ
清
国
へ
の
請
願
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
日
本
歴
史
』
第
七
四
七
号
（
二
○
’
○

年
八
月
号
）
吉
川
弘
文
館
、
二
○
’
○
年
）
を
参
照
。

（
筋
）
「
案
書
」
（
道
光
二
十
四
年
）
（
「
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
第
一
巻
、
四
一
二
’
四
一
三
頁
）
。

（
髄
）
注
（
Ⅲ
）
西
里
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。
な
お
、
す
で
に
こ
の
時
、
数
カ
月
後
に
大
総
兵
が
来
琉
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な
騒
擾
が

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
露
呈
し
た
密
苔
が
王
府
か
ら
中
国
側
に
届
い
て
い
た
（
「
霧
辨
夷
務
始
末
』
巻
之
七
十
三

一
一
一
十
四
１
一
一
一
十
五
葉
（
『
騨
辨
夷
務
始
末
』
（
二
〉
道
光
朝
、
（
台
湾
）
国
風
出
版
社
、
一
九
六
一
一
一
年
一
五
一
一
一
二
－
一
五
一
一
一
一
一
一

頁
）
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
特
に
現
時
点
で
救
援
は
要
請
し
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
予
告
ど
お
り
大
総
兵
が
来
琉
し
た
際
に
は
救

援
要
請
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
中
国
側
に
ほ
の
め
か
し
た
の
で
あ
る
。

（
町
）
注
（
弧
）
岡
部
前
掲
論
文
。
な
お
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
薩
摩
に
対
し
て
は
、
大
総
兵
来
琉
時
に
は
中
国
に
使
者
を
派
遣
し
中

国
を
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
（
注
記
）
「
案
書
」
四
一
三
頁
）
。

（
銘
）
注
（
鈍
）
岡
部
前
掲
論
文
。
岡
部
氏
に
よ
る
と
、
平
田
は
、
英
仏
が
琉
球
に
「
和
好
・
貿
易
」
を
要
求
す
る
の
は
中
国
と
の
条

約
違
反
に
当
た
る
と
し
た
う
え
で
、
条
約
を
盾
に
し
た
英
仏
と
の
広
東
で
の
交
渉
を
中
国
に
期
待
と
し
て
い
る
。

（
羽
）
『
歴
代
寶
案
』
台
湾
大
学
本
第
一
五
冊
（
国
立
台
湾
大
学
、
一
九
七
二
年
）
八
七
五
○
’
八
七
五
三
頁
。

（
判
）
注
（
、
）
西
里
前
掲
書
一
四
八
頁
。

（
虹
）
注
（
皿
）
西
里
前
掲
書
一
三
五
－
’
一
一
一
六
頁
。
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（
蛆
）
「
案
書
異
国
一
件
御
内
分
」
（
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
第
四
巻
、
一
二
二
頁
）
な
ど
か
ら
は
、
中
国
の
力
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス

人
退
去
が
実
現
し
た
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
退
去
も
近
々
実
現
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
琉
球
側
の
期
待
感

が
読
み
取
れ
る
。
現
に
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
退
去
以
後
は
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
退
去
を
願
い
中
国
に
「
報
告
」
が
な
さ
れ
た
。

中
国
側
で
も
幾
度
も
イ
ギ
リ
ス
と
交
渉
し
た
が
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
退
去
は
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
組
）
幕
府
や
薩
摩
が
琉
球
の
逗
留
異
国
人
問
題
に
つ
い
て
い
つ
頃
か
ら
中
国
を
頼
る
べ
き
と
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
（
２
）

東
恩
納
前
掲
書
、
二
五
八
頁
に
は
、
’
八
五
○
年
に
幕
府
か
ら
薩
摩
へ
、
琉
球
に
逗
留
中
の
異
国
人
を
退
去
さ
せ
る
た
め
、
琉

球
に
中
国
へ
嘆
願
さ
せ
る
よ
う
指
揮
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
史
料
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
八
五
一
年
に
薩
摩
藩
主

と
な
る
島
津
斉
彬
で
さ
え
も
異
国
人
退
去
は
こ
れ
以
外
に
方
法
が
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
岡
部
敏
和
「
異
国
船
の
琉
球

来
航
問
題
と
島
津
斉
彬
」
（
『
中
央
史
学
』
第
一
一
一
五
号
、
二
○
一
二
年
）
）
「
辰
年
の
異
国
一
件
」
以
後
、
「
午
年
の
方
策
」
の
頃
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
“
）
田
名
真
之
「
解
題
「
仏
船
三
艘
来
着
付
那
覇
二
而
之
日
記
」
」
（
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
第
十
一
巻
）
。
な
お
事
実
と
し
て
は
、

今
回
来
琉
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
達
は
正
式
な
外
交
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
琉
仏
約
条
は
フ

ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
注
（
８
）
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
前
掲
書
、
一
三
八
頁
、
一
四
七
頁
）
。

（
妬
）
四
四
四
十
六
会
議
○
四
五
右
丁
。

（
妬
）
琉
米
約
条
締
結
以
前
、
琉
球
に
貯
炭
庫
の
建
設
を
意
図
し
て
い
た
ペ
リ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
な
構
想
を
語
っ
て
い
る
。
「
現
地
の

労
働
者
を
使
用
し
て
、
琉
球
の
様
式
で
建
物
を
建
て
た
い
。
あ
る
い
は
琉
球
政
府
が
望
む
な
ら
、
こ
の
建
物
を
市
長
の
監
督
下
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（
印
）
「
客
間
テ
曰
、
西
洋
人
久
シ
ク
留
ル
ノ
計
ヲ
ナ
シ
、
彼
ノ
方
ヨ
リ
那
覇
等
ノ
地
一
一
館
舎
ヲ
造
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
琉
球
ヨ
リ
コ
レ

ヲ
禁
止
ス
ト
モ
聴
力
サ
ル
時
ハ
如
何
、
対
テ
曰
、
琉
球
人
ヲ
シ
テ
先
シ
禁
止
セ
シ
メ
テ
モ
、
西
洋
人
必
定
ノ
勢
有
テ
聴
サ
ル
ト
キ

ハ
、
琉
球
ヨ
リ
彼
力
為
二
館
舎
ヲ
造
り
与
へ
テ
、
西
洋
ヨ
リ
ノ
手
一
一
テ
作
ラ
サ
ル
ャ
ウ
ニ
ス
ヘ
キ
也
」
『
琉
球
秘
策
』
（
『
琉
球
秘

策
』
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
黒
田
安
雄
「
「
琉
球
秘
策
」
に
つ
い
て
」
（
愛
知
学
院
大
学
）
『
文
学
部
紀
要
』
第
十
三
号
、
一
九
八
三

年
に
依
拠
し
た
。
な
お
『
琉
球
秘
策
」
そ
の
も
の
を
琉
球
側
が
直
接
受
容
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
琉
球
と
異
国
人

に
、
政
府
の
費
用
で
建
設
し
て
も
よ
い
。
」
夷
リ
ー
艦
隊
日
本
遠
征
記
」
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
Ｉ
（
栄
光
教
育
文
化
研
究
所
、
’
九
九
七

年
）
二
七
五
頁
。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
、
琉
球
に
建
物
を
建
て
る
場
合
は
琉
球
側
に
依
拠
し
て
建
設
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ

側
の
意
思
が
読
み
取
れ
る
。

（
卿
）
注
（
５
）
豊
見
山
前
掲
論
文
。

（
組
）
「
合
衆
国
計
書
付
呉
候
様
申
達
候
処
、
外
国
船
汐
懸
之
節
水
・
薪
当
所
望
相
達
、
且
難
破
船
之
刑
取
救
方
等
之
儀
者
国
役
之
事

候
付
、
ヶ
条
右
通
書
付
置
候
而
も
何
そ
差
障
間
敷
」
（
「
亜
人
成
行
御
国
許
江
御
届
之
扣
」
ｓ
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
七
巻
、

五
九
五
頁
）
）
。
ま
た
薩
摩
は
当
初
、
琉
米
約
条
の
交
易
に
つ
い
て
の
条
項
に
懸
念
を
示
し
条
項
の
改
変
を
琉
球
に
求
め
た
が
、

琉
球
の
説
明
に
よ
り
内
実
を
理
解
し
た
た
め
、
早
い
段
階
で
琉
米
約
条
の
条
項
内
容
に
つ
い
て
吟
味
が
済
ん
で
い
た
（
注
（
ｕ
）

岡
部
前
掲
論
文
）
。

（
伯
）
「
仏
朗
西
人
ヨ
リ
商
売
方
和
好
向
且
通
事
二
人
相
残
候
儀
其
外
申
出
候
条
々
ノ
大
意
」
（
「
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
第
十
八
巻
、

五
四
頁
）
。
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（
弱
）
十
七
コ
封
王
使
御
申
請
之
儀
午
年
之
御
内
定
候
処
、
到
去
年
者
唐
兵
乱
盛
二
相
成
、
御
当
地
茂
夷
人
逗
留
夷
船
茂
繁
々
渡
来
、

妾
付
暫
御
見
合
被
仰
付
置
候
処
、
来
申
年
御
取
究
午
年
請
封
御
願
被
仰
上
可
宜
段
念
議
之
事
」
（
四
四
四
十
七
余
議
○
八
七

右
Ｉ
○
八
七
左
丁
）
。

と
の
交
渉
の
際
な
ど
に
『
琉
球
秘
策
』
と
一
致
す
る
内
容
を
琉
球
側
が
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
琉
球
秘
策
」
の
内
容
が
琉
球

側
に
も
一
定
程
度
理
解
、
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅲ
）
王
府
は
琉
仏
約
条
の
調
印
が
な
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
第
二
条
の
条
項
に
対
し
条
文
の
一
部
変
更
を
フ
ラ
ン
ス
側
に
交
渉
し
、
何

点
か
の
項
目
を
変
更
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
（
た
と
え
ば
、
「
史
料
稿
本
」
（
『
那
覇
市
史
」
資
料
篇
第
二
巻
中
四
那
覇
市
役
所

一
九
七
一
年
、
五
九
頁
）
。
中
に
は
冊
封
使
渡
来
を
理
由
に
制
限
に
成
功
し
た
項
目
も
あ
っ
た
が
（
前
掲
注
（
笠
一
五
五
’

一
五
六
頁
、
一
六
六
頁
）
、
結
果
的
に
根
本
的
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

（
皿
）
四
四
四
十
六
命
議
○
四
六
左
’
○
四
七
右
丁
。

（
岡
）
御
当
地
之
儀
、
天
朝
之
藩
国
二
而
国
々
大
事
者
い
つ
れ
唐
御
差
図
之
上
取
行
不
申
候
而
不
叶
、
其
内
相
伝
呉
候
様
文
書
を
以
為

被
仰
入
事
茂
有
之
候
付
而
者
、
弥
以
別
段
御
使
者
被
御
遣
仏
人
江
御
来
諭
相
成
候
ハ
、
、
お
の
っ
か
ら
中
国
江
罷
置
候
西
洋
人

江
茂
相
聞
へ
以
後
此
節
躰
押
々
之
挙
動
者
有
之
間
敷
与
存
当
申
候
間
（
四
四
四
十
六
命
議
○
四
八
丁
）
。

（
別
）
唐
兵
乱
御
世
話
央
二
者
候
得
共
、
小
国
之
御
分
力
を
以
異
国
江
致
交
通
候
而
者
何
れ
難
立
行
、
此
涯
不
及
是
非
等
御
威
光
を
御

頼
御
願
立
之
御
事
二
而
、
不
図
御
使
者
被
差
渡
候
汕
何
そ
御
不
都
合
筋
一
一
者
御
取
交
有
御
座
間
敷
哉
（
四
四
四
十
六
余
議

○
五
二
丁
）
。
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（
価
）

（
例
）

〆￣へ〆~､〆￣へ／￣へ〆へ〆￣へ〆＝へ〆■へ

６３６２６１６０５９５８５７５６
～￣～￣、-－、－〆～￣、－〆、－"、_〆

四
四
五
十
七
会
議
○
○
五
丁
。

四
四
四
十
七
命
議
○
九
一
－
○
九
二
丁
。

四
四
四
十
七
念
議
○
九
四
丁
。

四
四
四
十
七
余
議
○
八
八
左
丁
。

「
案
書
」
（
「
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
十
七
巻
、
’
二
○
－
二
一
｜
頁
）
。

「
従
大
和
下
状
」
（
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
十
四
巻
、
二
六
四
頁
）
。

「
斉
彬
公
史
料
』
第
四
巻
（
「
鹿
児
島
県
史
料
』
、
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
、
一
九
八
六
年
）
七
五
三
頁
。

彼
は
他
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
を
仲
介
と
し
て
英
米
仏
に
留
学
生
の
派
遣
な
ど
を
画
策
。
そ
れ
を
一
八
五
七
年
に
密
命
と
し
て
琉

球
に
通
達
（
「
島
津
斉
彬
言
行
録
』
巻
之
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
、
八
四
－
’
一
四
頁
）
。
薩
摩
藩
主
た
ち
の
こ
う
し
た

命
令
に
対
し
琉
球
中
枢
は
、
種
々
の
苦
情
を
言
い
立
て
る
が
（
『
島
津
斉
彬
言
行
録
』
八
四
’
八
五
頁
）
、
そ
れ
を
押
し
切
る
か

た
ち
で
計
画
が
進
行
す
る
（
注
（
２
）
東
恩
納
前
掲
書
、
二
八
八
－
二
八
九
頁
）
。

十
八
「
｜
此
節
異
国
一
件
付
唐
江
王
舅
御
使
者
之
儀
、
江
一
戸
よ
里
太
守
様
御
返
詞
御
出
来
無
之
内
被
御
遣
候
而
者
御
不
都
合

可
相
成
段
有
之
候
付
、
何
連
御
返
詞
御
承
知
之
上
被
御
遣
候
方
、
吟
味
之
事
」
（
四
四
五
十
八
会
議
○
○
九
’
○
三
五
丁
）
。

な
お
こ
の
案
件
に
池
城
親
方
や
座
喜
味
親
方
の
名
前
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
’
八
五
八
年
四
月
の
い
わ
ゆ
る
座
喜
味
親
方
失

脚
に
も
こ
の
案
件
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
へ
の
救
援
の
文
書
は
、
一
八
五
七
（
成
豊
七
）
年
正
月
に
清
廷
に
到
達
。
報
告
の
内
容
も
、
借
地
・
借
家
に
つ
い
て
の
取
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り
決
め
を
フ
ラ
ン
ス
側
が
武
力
で
押
し
切
り
、
自
由
に
土
地
を
選
ん
で
住
み
、
長
く
琉
球
に
留
ま
れ
る
よ
う
な
戦
略
を
な
し
た

と
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
借
地
・
借
家
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
た
（
「
簿
辨
夷
務
始
末
』
巻
之
十
五
、
二
－
四
葉
（
『
鐸
辨
夷
務
始

末
』
（
三
）
成
豊
朝
、
二
七
五
－
一
一
七
六
頁
）
）
。
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